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●シンボルマークについて
　6本のラインは備前日生信用金庫の主要なエリア
となる6つの地域「備前市・瀬戸内市・和気町・赤
磐市・岡山市・赤穂市」を表し、6本のラインを手
のひらに見立て、がっちりと組み合わさっている様
子は、備前日生信用金庫が6つの地域や行政、お客
さまの架け橋となり、地域の持続的な発展に尽力す
るという強い決意を表現しています。
　また、グリーンは「豊かな大地」、ブルーは「美
しい海」を表現しています。

　　　名　称●備前日生信用金庫
　　　創　立● 1970 年 10月1日
　　　出資金● 7億 5千４百万円
　　　会員数● 14,783 名
　　　店舗数● 17 店舗
常勤役職員数● 186 名
　　営業区域●岡山県／全域
　　　　　　　兵庫県／赤穂市・相生市・
　　　　　　　　　　　赤穂郡上郡町
　本店所在地●岡山県備前市伊部 1660 番地の 7

（2025 年 3月31日現在）

概　要



2ごあいさつ

ごあいさつ
　平素より、みなさまには私ども備前日生信用金庫に格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、本年も当金庫に対するご理解をより一層深めて頂くため、1年間の活動をご報告するディ
スクロージャー誌を作成しました。是非ご高覧頂き、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
　昨年度の国内経済におきましては、歴史的な円安や物価上昇が続く一方で、政府による経済
対策や企業の賃上げ努力など、景気の底支えを図る動きもありました。特に、国内金利につき
ましては長らく続いた低金利環境に変化が見られ、金融政策の転換が意識される場面もありま
した。
　一方、世界経済に目を向けますと、依然として続くロシア・ウクライナ問題や中東情勢の地
政学リスクによるインフレの長期化と、それに伴う主要国の金融引き締めが継続し、為替市場
や国際的な市況の流れに大きな変化が見られ、不確実性の高い状態が続いています。
　このような状況下、当金庫は地域のお客さまの様々な課題解決支援に取り組み、2024 年度
決算では756 百万円の当期利益を計上し、自己資本比率は国内基準 4％を上回る12.46％を
確保することができました。これもひとえに会員のみなさまをはじめとする地域のみなさまの温
かいご支援の賜物と深く感謝し、重ねて厚くお礼申し上げます。
　今後も経営理念である「信頼」「約束」「絆」のもと、地域金融機関として経営基盤の一層の
強化とお客様への更なるサービス拡充を図りながら、「地域に必要不可欠で無くてはならない信
用金庫」を目指して参りますので、今後とも変わらぬご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し
上げます。

理事長

2025 年 7月

備前日生信用金庫ディスクロージャー 2025
Disclosure2025



3 備前日生信用金庫と地域社会

　当金庫は岡山県備前市・和気町・赤磐市・瀬戸内市・岡山市・兵庫県赤穂市を含む 5市 1町の地域を
営業地区とし、地元の中小企業者や住民の皆さまが会員となって、お互いに助け合い、お互いに発展してい
くことを共通の理念として運営されている相互扶助型の金融機関です。
　地元のお客さまからお預かりした大切な資金（預金・積金）は、地元で資金を必要とするお客さまにご融
資を行って、事業や生活の繁栄のお手伝いをするとともに、地域社会の一員として地元の中小企業者や住民
との強い絆とネットワークを形成し、地域経済の持続的発展に努めてまいります。また、金融仲介サービスの
提供にとどまらず、地域社会への貢献も重要な使命と認識し、社会貢献を通じて地域社会の活性化に積極的
に取り組んでおります。

●預金積金

218,999百万円
　当金庫では、地域のお客さまの着実な資産づく
りのお手伝いをさせていただくため、各種預金商
品を取り揃えております。

●資金運用の状況
　お客さまからお預かりした大切なご預金は、地元
の中小企業や個人のお客さまへのご融資のほか有
価証券等による運用を行っております。

●貸出金

71,436百万円
　地域経済繁栄のために、お客さまからお預かり
した大切なご預金は、円滑かつ安定的に資金供給
を行うことで、お客さまや地域社会に還元しており
ます。

●各種サービスの提供
　地元の中小企業や個人のお客さまへは幅広い
サービスの提供をしており、皆さまの発展と繁栄の
お手伝いをさせていただいております。

　当金庫の営業地区内にお住まいの方・
お勤めの方は、会員になることができます。

●会員数………………14,783人
●出資金………………754百万円

●常勤役職員数……………… 186人
●店舗数……………………… 17店舗
●店外ATM… ………………………… 4台

出資金／預金積立

支援サービス／貸出金

備前日生信用金庫お客さま・会員

●備前日生信用金庫と会員のお客さま

備前日生信用金庫と地域社会



4備前日生信用金庫について

●備前日生信用金庫の責任
　備前日生信用金庫は、備前市を中心とした5市 1町において円滑な金融を担い、地域との信頼関係を築き、
地域の活性化に貢献していくことで、地域金融機関として役割を果たして参ります。

●経営基本方針
❶顧客のニーズに真に応えられる体制の構築

❷安定した収益の確保による経営基盤の拡充

❸個々の能力が発揮できる人材の育成と活用

❹経営陣のガバナンス発揮による内部管理態勢の
強化

❺コンプライアンスの徹底

●経営理念
「信頼」

　私たちは地域に「信頼」され愛される金庫を目
指し、郷土の繁栄と社会への貢献に誠心誠意奉仕
します。

「約束」
　私たちは法令を守り礼節を重んじるとともに、地
域に寄り添いながら健全な経営を行うことを「約束」
します。

「絆」
　私たちは出会いや縁を大切にし「絆」を深める
ことにより、地域と職員の明るい未来を応援します。

金融の枠を越え、地域行政や経済団体
等と連携し、地域の創生・活性化に貢
献します。

お客さまの喜びを一番に
考え、心に寄り添ったサー
ビスを提供します。

お客さまの喜びを職員のやりがいと考
え、また、地域の持続的な発展により、
職員の明るい未来を応援します。

お客さま

地　域 備前日生しんきんの
職　員

お客さま

地　域 備前日生しんきんの

備前日生信用金庫について
備前日生信用金庫ディスクロージャー 2025

Disclosure2025



5 決算の概況
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●預金について

●預金積金残高 218,999百万円
　預金積金残高は、相続による個人預金の流出等
により前期比27億73百万円減少(減少率1.25％)
の 2,189 億円となりました。

●貸出金について
●貸出金…………… 71,436百万円
　貸出金残高は、金融機関向け貸出金が満期償
還により15 億円減少、外航船の売船等があり海
運業向け貸出金が 23 億 77 百万円減少したこと
等により、前期比 38 億 84 百万円減少（減少率
5.15％）の 714 億円となりました。

●収益の状況
●コア業務純益……………… 612百万円
●経常利益…………………… 642百万円
●当期純利益………………… 756百万円
　コア業務純益は市場金利の上昇から有価証券利息
配当金などの資金運用収益が前期比で44 百万円増加
したものの、預金利息などの資金調達費用が前期比で
102 百万円増加したことなどから、前期比 43百万円減
少の612 百万円となりました。
　経常利益は、コア業務純益が前期比で43 百万円減
少したものの、将来の貸し倒れに備えて計上していた貸
倒引当金の戻入益が前期比で124 百万円増加したこと
などから、前期比 57百万円増加の642百万円となりま
した。
　最終的に、法人税調整額が税効果会計の関係から前
期比 297 百万円マイナスとなったことから、当期純利益
は前期比 293 百万円増加の756 百万円となりました。
※コア業務純益とは、貸出金や有価証券等の受入利息や手数料などの
収益から、預金等の支払利息や支払手数料、経費などを差し引いた
「業務純益」から、一般貸倒引当金及び国債等債券の損益を控除し
たもので、金融機関本来の事業活動による利益を表しております。

決算の概況



6決算の概況

●自己資本の状況

●自己資本額… …… 14,272百万円
●自己資本比率……………………12.46%
　経営の健全性を示す自己資本比率は、前期比
1.33ポイント上昇し、12.46%となりました。国内
基準の4%を上回る水準を確保しております。

●不良債権の状況

●不良債権額… …………3,474百万円
●不良債権比率……………………… 4.84%
　不良債権額は前期比 1億 78 百万円増加の 34
億 74 百万円となりました。不良債権比率は前期
比 0.48ポイント上昇し4.84％となりました。
　引き続き、経営改善支援などによる事業の正常
化に努めてまいります。
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7 トピックス

2024 年度の歩み
［2024 年］
	 ４月1日	●新入職員入庫式
	 23日	●第 3回備星会の開催
	 ５月18日	●第 62回 岡山県信用金庫野球大会への

参加
	 6月 5日	●備前警察署によるバイク運転講習会の

開催
	 15日	●信用金庫の日
	 18日	●第 54期通常総代会開催
	 7月10日	●認知症サポーター養成講座の開催

（７月10日・11日・18日・24日の
計４日開催）

	 9月11日	●第 18回岡山県しんきん合同ビジネス交
流会参加（当金庫より24社参加）

	10月19日	●「備前焼まつり」チャリティーバザー
実施

	 22日	●第 4回備星会の開催
	11月11日	●企業見学会の開催（邑久高校生徒）
	 16日	●役職員清掃活動の実施
	 26日	●総代懇談会開催
	12月19日	●企業見学会の開催

（備前緑陽高校・和気閑谷高校生徒）

［2025 年］
	 1 月 10日	●第 2回備前日生信用金庫

	 	 ロールプレイング大会開催
	 22日	●第 5回備星会の開催
	 2月 1日	●第 35回岡山県信用金庫

	 	 ロールプレイング大会実施
	 8日	●	合併 5周年記念講演会開催

（講師：櫻井よしこ氏）
	 15日	●	役職員懇親会開催
	 20日	●	第 1回経営者塾の開催

新入職員入庫式

第 62 回 岡山県信用金庫野球大会

第 18 回 岡山県しんきん合同ビジネス交流会

合併 5 周年記念講演会（講師：櫻井よしこ氏）役職員懇親会

トピックス
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●合併 5 周年記念講演会
　2025 年 2 月 8 日㈯、当金庫の合併 5周年を
記念して、備前市市民センターで講師に櫻井よ
しこ氏をお招きし講演会を開催しました。
　当日は雪の影響で開催が危ぶまれましたが、
無事に執り行うことができ、559 名のお客さま
が来場されました。

●役職員懇親会
　2020 年 2月 10 日㈪に合併、備前日生信用金
庫としてスタートしました。
　合併後、記念式典を開催することとしていま
したが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、
やむなく中止としました。
　合併 5周年を迎え、2025 年 2月 15 日㈯、合
併後初めて役職員全員が一堂に会し、役職員懇
親会を開催しました。

金庫の取組み
備前日生信用金庫ディスクロージャー 2025

Disclosure2025



9 金庫の取組み

●公認サークル活動
　当金庫では、職員による健全で有意義な自主
的活動を促進するため、「公認サークル」活動を
認めています。
　現在、「手話サークル」「卓球サークル」「備
前サンラッキーズ応援サークル」が活動して
います。

●役職員清掃活動
　2024 年 11 月 16 日㈯、当金庫の営業地域を
６つのエリアに分けて役職員が清掃活動を実施し
ました。

●「備前サンラッキーズ」を
　　応援しています
　2021 年４月に、備前市を拠点とした女子硬式
野球クラブチーム「備前サンラッキーズ」が創設
されました。当金庫もスポンサー企業の一員と
して、「備前サンラッキーズ」を応援しています。

備前サンラッキーズ応援サークル 卓球サークル

手話サークル
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DX

金庫の取組み

●備前焼まつりへの参加
　2024 年 10 月 19日㈯ 20日㈰に第 40回「備
前焼まつり」が開催されました。当金庫では例
年恒例のチャリティーバザーを 19日に実施しま
した。チャリティーバザーの収益金は社会福祉
法人備前市社会福祉協議会へ寄付させていただ
きました。

●マネー・ローンダリング及び
テロ資金供与対策の強化

　当金庫では、お客さまの大切な資金をお守り
し、特殊詐欺被害を未然に防止するため、金庫
内のマネー・ローンダリング対策勉強会や、管
内警察署協力のもと特殊詐欺の防犯訓練を実施
し、一層の取組強化に努めております。
　なお、お客さまが特殊詐欺被害にあわれたり、
金融犯罪に巻き込まれたりすることなく、安心・
安全にご利用いただくための一環として、当金
庫へお届け頂いているお客さまの情報（お取引
の内容やお取引目的等）を書面等により確認さ
せていただいております。お客さまにはお手数
をお掛けしますが、何卒、ご理解とご協力を賜
りますようお願い申し上げます。

●窓口支援システム
　お客さまのご負担の軽減とお手続きスピー
ドアップのため、お客さま窓口で伝票を起票
することなく手続きが出来るタブレット端末
「窓口支援システム」を全店舗に導入してお
ります。（2025 年 6月末時点）
　今後も、お客さまの利便性向上や多様化す
るニーズにお応えできるように商品開発や
サービス向上に取り組みます。

●でんさいネットの推進
　政府は、2026 年までの約束手形の利用廃
止、小切手の全面的な電子化の方針を示して
おります。それに伴い当金庫では、2026 年
度末までに紙の手形・小切手から電子的決済
サービス（でんさい）への移行をお客様にお

願いしております。
　でんさいネットを利用することで、支払企
業は郵送料や手形用紙代金の削減が出来、印
紙税も課税されません。受取企業においても
紛失や盗難の心配がなく、必要な分だけ分割
して譲渡や割引が出来る等双方に様々なメ
リットがあります。

DXの取組み

窓口支援システム

備前焼まつり

備前日生信用金庫ディスクロージャー 2025
Disclosure2025



11 「おつきあい商品券」について

●ポイントの付くお取引項目
⚫きぼう（こども用通帳）
⚫給与振込
⚫定期預金
⚫定期積金
⚫自振契約（携帯料金の引き落としなど）
⚫年金受取
⚫住宅ローン
⚫カードローン
⚫投資信託・個人向け国債
⚫保険（医療・がん・平準・一時払）　など

●新入職員が選ぶおすすめ店の紹介

●おつきあい商品券とは…
　当金庫では、指定する地元エリア加盟店でご
利用いただける「おつきあい商品券（500 円）」
を発行しています。（現在、391 店舗が加盟中）
　個人のお客さまに対して、当金庫で年金を受
け取られている方へ一年に一度年金誕生日プレ
ゼントとして 500 円分を贈呈しています。また、
その他にも、取引内容に応じてポイントをお付
けし、一定基準ポイントが貯まったお客さまに
対して、毎年 1,000 円分、2,000 円分、3,000
円分のおつきあい商品券を贈呈しています。
※使用期限がございますので期間内にご利用く
ださい。また、差額は返金致しかねます。

おつきあい商品券のご利用可能店舗の最新情報については、当金庫HPをご覧ください。
（https://www.shinkin.co.jp/bizenhinase/_pdf/home/otsukiai.pdf）

　当金庫では年金を受け取られている方
へ「おつきあい商品券」をお渡ししてい
ます。
　年金振込はぜひ備前日生信用金庫へ！

当金庫の渉外担当者より直接お渡しします。

　新入職員がおすすめする「おつきあい商品券」が利用できるお店を紹介します。今回は、直接新入職
員が「おつきあい加盟店」へお伺いし、取材を行いました。

●商品券のお渡しについて

見本

●お取引ポイントの方●年金誕生日プレゼント

おつきあい商品券のご利用可能店舗の最新情報については、当金庫HPをご覧ください。

「おつきあい商品券」について



12新入社員がおすすめする「おつきあい商品券」が利用できるお店

備前日生信用金庫ディスクロージャー 2025
Disclosure2025

新入職員がおすすめする「おつきあい商品券」が利用できるお店
本店営業部 エリア ●おすすめのお店

大阪屋食堂
（備前市香登西 238）

●お店の方のおすすめ商品
　人気No.1のホルモンうどん（単品：税込968円）がお
すすめです。食肉センターから直接買い付けた新鮮なプ
リプリホルモンと、自家製のタレを使っているのが特徴
です。単品と定食を合わせると、１ヶ月に4,000食売れ
ています。
　ホルモンうどんに次いで人気の焼肉セット（税込1,496
円）もおすすめです。香ばしさ漂う野菜炒めに地元の備
前黒牛を乗せていて、本格的なお肉が味わえる贅沢な
一品です。

●お店のアピールポイント
　焼肉屋と定食屋の両方を兼ね備えていて、メニュー
もたくさんあるので、どのような方でも気分によって
お好みの料理を堪能できます。
　また、最大70名のご来店も可能であるため、多人
数によるご宴会等にもぴったりです。

●新入職員のコメント
　入店して早々、美味しそうなお料理サンプルが並ぶ
棚を見て、メニュー数の多さに驚きました。
　焼肉コーナーが併設されていることもあり、様々な
方がご希望のお料理を見つけられると思います。いつ
でも何度でもお好みのお料理が楽しめると思いますの
で、機会があればぜひ足を運んでみてください。

創業から100年以上続く老舗の焼肉食堂
ボリューム満点で豊富な品揃えをいつでも楽しめます

●新入職員のコメント
　初めての取材経験でとても緊張していましたが、明
るく元気な安良田姉妹に温かく迎えていただき、元気
をもらいました。また、取材を通して安良田姉妹は、
お客様をとても大切にされていることが伝わってき
ました。「安良田お好み焼店」でしか味わえないお好
み焼と日生のにぎやかな雰囲気を感じることができま
す。日生に立ち寄った際にはぜひ行ってみてください。

日生エリア ●おすすめのお店

●お店の方のおすすめ商品
　おっぱい焼とカキオコ。安良田の名物、ユニークな
名前のおっぱい焼とは、海のミルクと言われている牡
蠣を鉄板でネギと一緒に焼いたものです。カキオコは
鉄板で焼き立てを食べることができます。
　ぷりぷりの大きな牡蠣がたくさん入っていてボ
リューム満点です。

●お店のアピールポイント
　創業60年以上の老舗お好み焼店です。お好み焼の
生地にはこだわりの味があるそうで、キャベツもたっ
ぷり入っています。使われている牡蠣には、焼いても
縮まないような工夫がされており、身太りの良い大き
な牡蠣がポイントです。

安良田お好み焼き店
（備前市日生町日生 825-2）

日生カキオコ認定店、
日生感満載のにぎやかなお店です



13 新入社員がおすすめする「おつきあい商品券」が利用できるお店

片上エリア ●おすすめのお店

備前凸版工作所（愛称：備凸工）
（備前市西片上 31）

●お店の方のおすすめ商品
凸版印刷で作られたメモ帳等の文具や紙から作られ

たインテリア雑貨などがあり、お客様の好みによって
選べます。紙に香りをつけて芳香剤のように使えるお
花の形をしたインテリア雑貨もおすすめです。また、
雑貨などと一緒に、店舗内カフェのおすすめメニュー
である「甘夏とライチのクリームソーダ」を是非、ご
賞味ください。

●お店のアピールポイント · 新入職員の食レポ
　印刷体験工房があり、紙だけでなく Tシャツやトー
トバッグにもオリジナルデザインを印刷することが出
来ます。体験の他にも、ギャラリーコーナーやデザイ
ンユニット COCHAE（コチャエ）さんの紙製品販売、
カフェの美味しいメニューなど楽しみ方がたくさんあ
ります。おすすめメニューの「甘夏とライチのクリー
ムソーダ」は、すっきりした味わいで暑い季節にぴっ
たりです。クリームソーダは季節によって味が異なる
ので定期的に頼みたくなります。

●新入職員のコメント
　古くからの印刷文化を残していくために様々な工夫
をされている備前凸版工作所へ、もっとたくさんの人
に訪れてほしいと思いました。アートが好きな方、印
刷体験に興味を持った方、おしゃれな文具やインテリ
アが欲しい方、美味しいカフェメニューが気になる方
はぜひお気軽に立ち寄ってみてください。

紙と印刷　雑貨と喫茶

●新入職員のコメント
　私は備前市内で育ち、備前焼は身近な存在でした
が、今回の取材で焼け方や色合いがひとつひとつ異な
る作品にあらためて魅力を感じました。「普段の生活
で使えるものを一生懸命作っていきたい」という言葉
が印象的で、伝統工芸品である備前焼が日常を彩るも
のであることが本当に素敵だと思いました。皆様も是
非、日常を特別にしてくれる素敵な作品との出会いを
楽しむため、当窯元に足を運んでみてください。

●お店のアピールポイント
　日本遺産である備前焼の食器、花器などの伝統工芸
品やコーヒーカップ、マグカップなど多種多様な商品
が多くあります。他にも、最近、装飾用タイルは外壁
としても使用されてきており、人気が出てきています。

伊里エリア ●おすすめのお店

●お店の方のおすすめ商品
　食器、花器、装飾用タイル

備前焼窯元備前一
（備前市友延 17）

あなたの生活の中に伝統を
日本らしさを未来に継ぐ
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●新入職員のコメント
　ご家族連れや、お仕事をされている方だけでなく、
中高生でも来店できるおいしくてリーズナブルなお値
段になっていますので、打ち上げなどの各種イベント
にもおすすめです。お近くにお越しの際には、ぜひ足
を運んでみてください。

邑久・虫明エリア ●おすすめのお店

●お店の方のおすすめ商品
　厚切り牛タン、厚切りレバーステーキ、ハラミが人
気のメニューです。特に厚切り牛タンは、良い部位だ
けを厳選して使っている店長おすすめメニューで、ハ
ラミも月間500㎏売れる大人気メニューです。

焼肉ふくざき
（瀬戸内市邑久町山田庄 377-1）

●お店のアピールポイント
　食べ応えのあるボリューム感と、コスパの良さ、品
質の良さの三拍子すべてが揃っています。お客さまが
笑顔になって帰っていただける、地域に愛され、親し
みを持たれるお店づくりを目指しています。

創業100年	地域に愛され、
今後も100年地域に愛される店へ

今回取材した新入社員



15 ローンのご案内

来店不要 !  自宅からご融資が可能に !

●ご利用いただける方
　満 18 歳以上の個人の方で、安定継続した収入が
あり、（一社）しんきん保証基金の保証が受けられる
方。

●対象融資
　⚫マイカーローン
　⚫教育ローン
　⚫随時返済型カードローン

※融資内容によっては、ご来店をお願いする場合がございます。

WEBで完結 !

スマホ、パソコン、タブレットで手続きが完結 !
24時間受付 !

教育ローンマイカーローン

タブレットスマホ パソコン

●ご融資期間・金額
　融資の種類によって期間と融資金額が異なります。
詳しくは当金庫ホームページをご覧ください。

●必要書類
⚫ご本人が確認できるもの
（運転免許証、マイナンバーカード、取得していな
い場合は健康保険証）
⚫収入が確認できるもの
（公的所得証明書、源泉徴収票、確定申告控	など）
⚫お使いみちが確認できるもの
（注文書・見積書・請求書・振込依頼書	など）

ローンのご案内
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理 事 長（代表理事） 中　田　由紀人

専務理事（代表理事） 小竹森　　　誠

常務理事（代表理事） 　　　　　　 有　𠮷　　　満

常勤理事 　　　　　　 中　川　正　典

常勤理事 　　　　　　 樫　本　尚　也

理　　事※１　　　　　　 久　本　久　治

理　　事※１                髙　祖　淳　三

理　　事※１                德　永　夕　子

理　　事※１                藤　田　尚　弘

常勤監事             原　田　修　二

監　　事             石　野　充　信

監　　事※２                荒　内　保　裕

※１ 信用金庫業界の「総代会の機能向上策等に関する業界申し合わせ」
に基づく職員外理事です。

※２ 信用金庫法32条第5項に定める員外監事です。

１．預金業務
当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、定期積金、
別段預金、納税準備預金、非居住者円預金等を取り扱っております。
２．貸出業務
（１）貸付
　　手形貸付、証書貸付及び当座貸越を取り扱っております。
（２）手形の割引
　　銀行引受手形、商業手形等の割引を取り扱っております。
３．有価証券投資業務
預金の支払準備及び資金運用のため、国債、地方債、社債、株式、
その他の証券に投資しております。
４．内国為替業務
　送金為替、当座振込及び代金取立等を取り扱っております。
５．附帯業務
（１）代理業務
　　①日本銀行歳入代理店
　　②地方公共団体の公金取扱業務
　　③日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、
　　　信金中央金庫等の代理貸付業務
　　④株式払込金の受入代理業務
　（２）保護預り業務
　（３）有価証券の貸付
　（４）債務の保証
　（５）公共債の引受
　（６）国債等公共債及び投資信託の窓口販売
　（７）保険商品の募集業務（保険業法に基づく保険募集）
　（８）共済募集（中小労災共済法に基づく共済募集）
　（９）スポーツ振興くじの払戻業務
　（10）電子債権記録業に係る業務
　（11）信託契約代理業務

組織図 （2025年６月30日現在）

役員一覧  （2025年６月30日現在） 主な事業の内容

組織・主要な事業の内容
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穂
支
店

平
島
支
店

牛
窓
支
店

長
船
支
店

邑
久
支
店

和
気
支
店

伊
里
支
店

本
店
営
業
部

総　務　部

人

事

課

経

理

課

リ
ス
ク
統
括
課

総

務

課

理 事 会

監 事 会

常勤監事

総 代 会

本　　部
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旧日生信用金庫

備前日生信用金庫

旧備前信用金庫
昭和 45年 10月 片上信用金庫・牛窓信用金庫が対等合併し

備前信用金庫として発足

   初代理事長に龍田 辨吉就任

47年 10月 第２代理事長　服部 和一郎就任

49年 8月 第３代理事長　宮原 正吾就任

53年 2月 第４代理事長　星合 積就任

55年 5月 第５代理事長　莍崎 久就任

58年 9月 預金量500億円突破

平成 5年 3月 預金量1,000億円突破

7年 11月 日本銀行と当座預金取引開始

13年 4月 損害保険窓口販売業務取扱開始

13年 6月 第６代理事長　髙田 修就任

13年 9月 日本銀行歳入代理店業務取扱開始

14年 10月 生命保険窓口販売業務取扱開始

19年 9月 投資信託窓口販売業務取扱開始

20年 5月 保険第３分野商品（がん保険・医療保険）
取扱開始

22年 6月 個人向け国債（固定金利型３年）取扱開始

25年 6月 第７代理事長　菊伊 友幸就任

27年 3月 全自動貸金庫取扱開始

27年 4月 地域貢献ポイント「おつきあい」取扱開始

27年 6月 第８代理事長　高森 謙二郎就任

29年 4月 信託契約代理業務取扱開始

29年 7月 営業地区拡張（岡山県全域）

令和 元年 6月 第９代理事長　松本 洋一就任

昭和 23年 5月 初代理事長に森谷 新一就任

23年 7月 有限責任日生信用組合認可

23年 11月 市街地信用組合法により日生信用組合に改組

25年 4月 中小企業等協同組合法により日生信用組合
に改組

25年 12月 第２代理事長　吉田 確二就任

27年 5月 信用金庫法に基づき日生信用金庫に改組

32年 1月 第３代理事長　亀山 孝一就任

33年 1月 第４代理事長　森下 精一就任

48年 9月 預金量100億円達成

53年 12月 第５代理事長　森下 一之介就任

56年 12月 日本銀行歳入代理店業務取扱開始

60年 3月 預金量500億円達成

平成 13年 4月 損害保険窓口販売業務取扱開始

14年 10月 生命保険窓口販売業務取扱開始

15年 6月 第６代理事長　柿山 榮美雄就任

15年 11月 第７代理事長　中川 弘之就任

17年 9月 個人向け国債の取扱を開始

20年 5月 保険第３分野商品（がん保険・医療保険）
取扱開始

27年 6月 第８代理事長　木下 洋司就任

29年 8月 投資信託窓口販売業務取扱開始

令和 2年 2月 初代理事長　木下 洋司就任

2年 10月 邑久支店・邑久中央支店統合

2年 11月 伊里支店・伊里中央支店統合

   長船支店・長船中央支店統合

3年 2月 片上支店・片上中央支店統合

   和気支店・和気中央支店統合

3年 6月 第２代理事長　松本 洋一就任

4年 4月 小型店のサテライト化
   （佐伯支店・虫明支店・上道駅前支店・桜が丘支店・三石支店）

 4年 7月 和気支店新築移転

 4年 9月 アプリバンキング導入

5年 6月 第３代理事長　中田 由紀人就任

7年 1月 営業店窓口支援システム全店導入

備前日生信用金庫の沿革
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店外
ＡＴＭ

備
前
市

瀬
戸
内
市

赤
磐
市

岡
山
市

和
気
町

赤
穂
市

ナンバ備前店

マックスバリュ備前店

寒河出張所

塩屋出張所

………平　日……… 10:00〜19:00
………土日祝……… 10:00〜17:00

………平　日……… 10:00〜20:00
………土日祝……… 10:00〜19:00

………平　日……… 10:00〜19:00
………土日祝……… 10:00〜17:00

………平　日……… 10:00〜19:00
………土日祝……… 10:00〜17:00

（2025年6月30日現在）店舗のご案内
本店営業部
備前市伊部1660-7　
TEL 0869-64-4112

牛窓支店
瀬戸内市牛窓町牛窓6396-7　
TEL 0869-34-3401

赤磐支店
赤磐市沼田８９０－９
TEL 086-955-2111

平島支店
岡山市東区東平島146-6
TEL 086-297-3200

和気支店
和気郡和気町福富648
TEL 0869-93-1168

赤穂支店
赤穂市加里屋中洲4-32-4　
TEL 0791-45-1501

吉永支店
備前市吉永町吉永中904-4
TEL 0869-84-3151

三石支店
備前市三石３１０　
TEL 0869-62-0112

日生営業部
備前市日生町日生888-5
TEL 0869-72-1151

邑久支店
瀬戸内市邑久町尾張622-1
TEL 0869-22-1125

桜が丘支店
赤磐市桜が丘西1-11-6　
TEL 086-955-6111

上道駅前支店
岡山市東区上道北方６６５－１　
TEL 086-278-2551

佐伯支店
和気郡和気町矢田296-7
TEL 0869-88-1121

ATM……………平　日……… 8:45〜19:00
　　……………土日祝……… 9:00〜17:00

ATM……………平　日……… 8:45〜19:00
　　……………土日祝……… 9:00〜17:00

ATM……………平　日……… 8:45〜19:00
　　……………土日祝……… 9:00〜17:00

ATM……………平　日……… 8:45〜19:00
　　……………土日祝……… 9:00〜17:00

ATM……………平　日……… 8:45〜19:00
　　……………土日祝……… 9:00〜17:00

ATM……………平　日……… 8:45〜19:00
　　……………土日祝……… 9:00〜17:00

ATM……………平　日……… 8:45〜19:00
　　……………土日祝……… 9:00〜17:00

ATM……………平　日……… 8:45〜19:00
　　……………土日祝……… 9:00〜17:00

ATM……………平　日……… 8:45〜20:00
　　……………土日祝……… 9:00〜17:00

ATM……………平　日……… 8:45〜19:00
　　……………土日祝……… 9:00〜17:00

ATM……………平　日……… 8:45〜19:00
　　……………土日祝……… 9:00〜17:00

ATM……………平　日……… 8:45〜19:00
　　……………土日祝……… 9:00〜17:00

ATM……………平　日……… 8:45〜17:30

片上支店
備前市西片上15-1　
TEL 0869-64-4125

長船支店
瀬戸内市長船町土師113-1　
TEL 0869-26-4421

伊里支店
備前市穂浪2852
TEL 0869-67-0226

虫明支店
瀬戸内市邑久町虫明４３４０－２
TEL 0869-25-0311

ATM…… ………平　日……… 8:45〜19:00

ATM……………平　日……… 8:45〜19:00
　　……………土日祝……… 9:00〜17:00

ATM……………平　日……… 8:45〜19:00
　　……………土日祝……… 9:00〜17:00

ATM……………平　日……… 8:45〜17:30
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預金商品
預金の種類 内容・特色

流
動
性
預
金

総 合 口 座 １冊の通帳に、普通預金、定期預金をセットでき、貯める・支払う・借りるの
３つの機能がついて、家計簿代わりにご利用いただけます。

普 通 預 金 現金・小切手・手形・配当金などの入金、給与・年金などの自動受取、公共料金・
クレジット等の自動支払いに幅広くご利用いただけます。

決 済 用 預 金 決済用預金の３要件（①無利息、②要払い、③決済サービスを提供）を満たす
預金です。

貯 蓄 預 金 いつでも自由にお引き出しいただける手軽さに加え市場金利に応じた有利な預
金です。

子育て応援普通
預金「きぼう」

満15歳未満の個人の方を対象とした預金です。10万円以上のお預け入れの場合
は、１年もののスーパー定期預金（300万円未満）の金利を適用します。

当 座 預 金 お取引に安全で便利な手形・小切手をご利用いただけます。

納 税 準 備 預 金 税金納付資金専用の預金で、お利息は非課税扱いとなっています。

通 知 預 金 まとまった資金の短期運用に最適な預金です。

定
期
性
預
金

大 口 定 期 預 金 金利情勢に応じて当金庫独自の金利を設定、大口の資金運用に最適です。

ス ー パ ー
定 期 預 金

身近な自由金利の定期預金です。個人の方のみご利用いただける３年以上の複
利型は半年複利で有利です。

変 動 金 利
定 期 預 金

お預入れから６ヶ月毎に市場実勢を反映して金利が変動する定期預金です。個
人の方のみご利用いただける複利型は半年複利で有利です。

期 日 指 定
定 期 預 金

１年複利で高利回り。１年経過後は１ヶ月前までに満期日をご指定いただき、
お引き出しできる便利な預金です。

年 金 定 期 預 金
当金庫で年金をお受け取りの方、あらたに年金受給口座をご指定された方を対
象とした優遇金利の定期預金です。
・お預入れ金額 おひとり300万円以内　・お預り期間１年のみ

定 額 複 利 預 金 お預け入れ期間が長くなるほど金利が高くなります。６ヶ月の据置期間が経過
すれば何時でもお引き出しが可能です。

ス ー パ ー 積 金 市場金利に連動した有利な定期積金です。ご利用の目標と時期に合わせて毎月
一定額を積立てる堅実な預金です。

財
形
預
金

一 般 財 形 預 金 給料天引きで確実に資金が貯まり、結婚・教育・レジャーなど貯蓄目的は自由
です。１年経過分から一部お引き出しができる便利な預金です。

財 形 年 金 預 金 豊かなシルバーライフ実現のための年金型預金です。財形住宅預金と合算して、
元本550万円まで非課税です。

財 形 住 宅 預 金 マイホーム取得・増改築などの資金づくりにお得な預金です。財形年金預金と
合算して、元本550万円まで非課税です。

主な商品・サービスのご案内 （2025年6月30日現在）

商品・サービスのご案内
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各種サービス

融資商品

サービス名 内容・特色

地域貢献ポイント
「お つ き あ い」

個人のお客さまに対して、取引内容に応じてポイントをお付けし、一定基準ポイントが
貯まったお客さまに対して当金庫が発行する商品券を当金庫が指定する加盟店でご利用
いただけるシステムとなっています。

キ ャ ッ シ ュ
サ ー ビ ス

当金庫本支店のATMで預金の預け入れ、引き出しができるのをはじめ、全国各地の提携
金融機関で相互に現金の預け入れや払戻しができます。

し ん き ん
ゼ ロ ネ ッ ト
サ ー ビ ス

信用金庫のキャッシュカードであれば、全国の信用金庫のCD、ATMを手数料無料でご
利用いただけるサービスです。
（ゼロネットサービスの時間帯）
平日 8：45 ～ 18：00の入出金 土曜 9：00 ～ 14：00の出金
※本サービスをご利用いただけないしんきんATMが一部ございます。

デ ビ ッ ト
カードサービス

当金庫のキャッシュカードで全国の「J-Debit」加盟店でお買い物ができます。なお、ロー
ソンデビットサービスもご利用いただけます。

A T M 振 込 振込カードとキャッシュカードで素早く振込ができます。振込依頼書への記入の手間も
いらず、窓口扱いよりも手数料がお得となります。

定 額 自 動 送 金 家賃・月謝・仕送りなど毎月一定の日に一定額の振込をお客さまの口座からご指定の口
座へ確実に代行します。

融資の種類 内容・特色 ご融資限度額 ご融資期間

個
人
向
け

住 宅 ロ ー ン
住宅の新築・増改築、住宅ローン借換資
金など、マイホームづくりにお役立てく
ださい。

20,000万円以内 50年以内

リフォームローン 住宅の増改築及び修繕、太陽光発電シス
テム導入などに利用できます。 1,000万円以内 15年以内

フ リ ー ロ ー ン

お使いみち自由で、事業性資金を除く資
金にご利用いただけます。他の金融機関
や信販会社でご利用中のローンと新たな
融資額をまとめてご融資することが可能
です。

1,000万円以内 10年以内

自 動 車 ロ ー ン マイカー購入、免許の取得、車検等の必
要資金にご利用いただけます。 1,000万円以内 15年以内

教 育 ロ ー ン 授業料の学校納付金、就学に係る付随費
用、受験費用等にご利用いただけます。 1,000万円以内 16年以内

カ ー ド ロ ー ン
お使いみち自由で便利なローンです。事
業資金を除く資金（レジャー・ショッピ
ング等）にご利用いただけます。

500万円以内 ３年毎更新

事
業
者
向
け

事 業 者
カ ー ド ロ ー ン

事業資金をご契約の範囲内で反復して利
用いただける当座貸越です。 2,000万円以内 １年または２年

備前日生信用金庫ディスクロージャー 2025
Disclosure2025
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自 動 支 払
（自 動 引 落 し）

電気料・水道料・電話料・NHK受信料・ガス料・各種クレジット料金・保険料などが、
一度の振替手続きによりご指定の口座から自動的に支払われます。

イ ン タ ー ネット
バ ン キング（IB）

パソコン・スマートフォンから振込・振替、ご預金の照会ができます。土曜日・日曜日・
祝日も予約の取引ができ、大変便利にご利用いただけます。振込手数料もお得となって
おります。

法人インターネット
バ ン キング（IB）

企業・個人事業主の皆さまの幅広いニーズに対応し、パソコンから総合振込や給与振込
等、充実した金融取引をご利用いただけます。専用端末機・ソフトは不要、パソコンの
ブラウザのみでご利用いただけます。

電 子 記 録 債 権
サ ー ビ ス

オンライン上で決済を行うサービスで、パソコンを使って代金の支払いや受取りが可能
です。でんさいは手形に代替する活用方法に限らず、広く売掛債権の代替機能を果たし
ます。

アプリバンキング お客さまのスマートフォンにアプリをダウンロードしていただくと、残高や入出金明細
照会、保有資産照会等の各種サービスがご利用いただけます。

ホームバンキング
（HB）

パソコン等により残高・振込の照会や当金庫本支店間及び他金融機関への振込・振替が
できるサービスです。

Pay-easy（ペイジー）
口 座 振 替 受 付
サ ー ビ ス

デパート、スーパーなどの専用端末から、クレジットカードや保険契約等の「口座振替」
手続きを、キャッシュカードと暗証番号だけでご契約いただけます。

スマホ決済サービス
B a n k P a y

日本電子決済推進機構が提供するスマートフォンアプリで、全国のBank Pay加盟店での
買い物飲食代金支払いの「QRコード決済」や、少額の個人間送金サービス「ことら送金」
を行うことができます。

こ と ら 送 金
株式会社ことらが提供する少額の個人間送金サービスであり、加盟する金融機関の個人
口座間において、スマートフォンアプリを利用して送金を行うサービスで、当金庫の預
金口座を登録した「Bank Pay」を通じて利用することができます。

全 自 動 貸 金 庫

窓口での手続きなしで、お客さまご自身でカードを使用し、自由にご入室いただけます。
暗証番号を入力することにより、貸金庫保護箱が自動で出てまいりますのでATM感覚で
手軽に利用できます。
（お預かりできる品物）
預金証書・通帳・保険証券・契約証書・貴金属・宝石・ご印鑑・その他の重要書類・貴
重品など。１ボックス20kgまで

夜 間 金 庫 金庫営業時間終了後に、お店の売上金などをお預かりし、ご指定の口座にご入金いたし
ます。（夜間金庫のない店舗もありますので窓口でお尋ねください）

海 外 送 金 信金中央金庫を通じて海外送金がご利用いただけます。

年 金 相 談 当金庫では、専門家による年金相談会を開催しています。また、年金専門の担当者をお
いて、都度年金に関するご相談に応じています。

年 金 自 動 受 取 各種年金がご指定の預金口座に自動的に振込まれます。

給 与 振 込 毎月のお給料やボーナスがご指定の預金口座へ自動的に振込まれます。

e - d a s h カーボンニュートラル実現のため、企業のCO2排出量の可視化から、CO2削減まで支援
するサービスです。

最新の商品、各種サービス等の内容につきましては、店頭又はホームページでご確認ください。



22手数料のご案内

備前日生信用金庫ディスクロージャー 2025
Disclosure2025

●ＡＴＭ利用手数料
キャッシュカードの種類 手　数　料

当金庫のカード
平 日

8:45～18:00
入金 無　料 出金

無　料
18:00～20:00

110円
土曜・日曜・祝日 9:00～19:00

全国の信用金庫カード
平 日

8:45～18:00
入金

無　料
出金

無　料
18:00～20:00

110円 110円
土曜・日曜・祝日 9:00～19:00

都銀･地銀のカード
平 日

8:45～18:00
入金 ご利用不可 出金

110円
18:00～20:00

220円
土曜・日曜・祝日 9:00～19:00

第二地銀・信用組合
労働金庫のカード

平 日
8:45 ～18:00

入金
110円

出金
110円

18:00～20:00
220円 220円

土曜・日曜・祝日 9:00～19:00

郵便貯金のカード

平 日
8:45～18:00

入金

110円

出金

110円
18:00～20:00

220円

220円

土曜日
9:00～14:00　 110円

14:00～19:00
220円

日曜・祝日 9:00～19:00

岡山県内信用金庫・トマト銀行
笠岡信用組合のカード（※）

中国銀行のカード（＊）

平 日
8:45～18:00

入金
無　料

出金
無　料

18:00～20:00
110円 110円

土曜・日曜・祝日 9:00～19:00

　（※） １．キャッシュコーナーによりご利用時間が異なる場合があります。
　　　 ２．ご利用日・ご利用時間帯により各ＡＴＭ設置金融機関所定の ｢時間外手数料｣ が必要となります。
　　　 ３．｢時間外｣ の設定時間帯は各金融機関によって異なります。
　　　 ４．コンビニに設置しているＡＴＭは対象外となります。　（＊）中国銀行の場合は、出金のみの取扱いとなります。

ＡＴＭ関連手数料一覧表 （2025年6月30日現在）

手数料のご案内

●ＡＴＭ利用による振込手数料
区　分

金　額
平　日

土曜・日曜・祝日
18時まで 18時以降

他行宛
５万円未満 440円 550円 550円
５万円以上 660円 770円 770円

本支店宛
キャッシュカード 無　料 110円 110円

５万円未満（現金） 110円 220円 220円
５万円以上（現金） 330円 440円 440円

自店内
キャッシュカード 無　料 110円 110円

５万円未満（現金） 110円 220円 220円
５万円以上（現金） 330円 440円 440円

　（注） キャッシュカードは、当金庫のカード利用料金です。
　　　 他行宛料金は、キャッシュカード利用振込、現金振込とも同一金額です。

（上記手数料には消費税が含まれています。）

●両替手数料 ●硬貨入金手数料
紙幣・硬貨合計枚数 手数料
50枚以下 無  料
51～200枚 110円
201～1,000枚 220円＋100枚毎に110円加算
1,001～2,000枚 1,100円
2,001枚以上 1,320円＋1,000枚毎に220円加算

硬貨枚数 手   数   料
100枚以下 無  料
101～500枚 330円
501～1,000枚 660円
1,001枚以上 1,320円＋1,000枚毎に660円加算

（注）同日に複数回のご入金を依頼される場合は、合計枚数での
　　　手数料となります。

各種手数料一覧表 （2025年6月30日現在）
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●為替手数料 ●先日付振込手数料（総合振込のみ）
　　指定日の前営業日までに資金確保

●融資関連手数料

●給与振込手数料
　　振込指定日の２営業日前までに資金確保

区　　分 金額

振込

他 行 宛

電信扱
５万円未満 660円※

５万円以上 880円※

文書扱
（注３）

５万円未満 660円

５万円以上 880円

当金庫本支店宛
５万円未満 220円※

５万円以上 440円※

自 店 内
（店内第三者振込）

５万円未満 110円

５万円以上 330円

為替
自動振込

他 行 宛
５万円未満 550円

５万円以上 770円

当金庫本支店宛
５万円未満 110円

５万円以上 330円※

自 店 内
（店内第三者振込）

５万円未満 110円
（本人および

 同一世帯家族は無料）５万円以上

手形・小切手
代金取立

手数料

普通取立 440円
当金庫自店内の小切手は無料

郵送による取立 1，100円

その他の
諸手数料

送金・振込組戻料・振込訂正 １件につき 660円

不渡手形返却料・取立手形組戻料 １通につき 660円

ホーム・
バンキング

自店内
（店内第三者振込）

当金庫本支店宛

５万円未満   55円

５万円以上（会員） 165円

５万円以上（会員外） 275円

他行宛
５万円未満 440円

５万円以上 660円

インターネット
バンキング

自店内・当金庫本支店宛 無料

他行宛
５万円未満 330円

５万円以上 330円

（注）１．※については当金庫出資会員の方は、110円割引きとなります。
　　 ２．障がいをお持ちでＡＴＭのご利用が困難なお客様は別紙ＡＴＭ
　　 　　による振込手数料と同額に引き下げ致します。

振込の種類 金額区分 手数料

自店内
（店内第三者振込）

当金庫本支店宛

５万円未満 55円

５万円以上（会員） 55円

５万円以上（会員外） 275円

他行庫あて
５万円未満 550円

５万円以上 770円

振込の種類 手数料

他行庫あて １件あたり 440円

不動産担保調査事務取扱手数料

新規設定（上限11万円）
事業資金１件あたり 設定額×0.1100%

非事業資金１件あたり 設定額×0.0550%

内容変更 １件あたり 5,500円

有担保住宅ローン取扱手数料 １件あたり 55,000円

再発行手数料

各種カードローンの再発行（注５） １枚あたり 1,100円

返済予定表の再発行 １件あたり 550円

融資条件の変更手数料

返済方法・金利の変更 １件あたり 5,500円

個人消費資金繰上返済 １件あたり 3,300円

住宅ローン繰上返済
（全部 ・一部）

300万円未満 11,000円

300万円以上 55,000円

2025年３月以前契約の事業資金

繰上返済（全部 ・一部）
300万円未満 11,000円

300万円以上 55,000円

2025年４月以降契約の事業資金

繰上返済（全部･一部）
（消費税不課税）

当初借入日から５年以内 繰上返済額×1.5%

当初借入日から５年超 繰上返済額×1.0%

●業務手数料

　（注）　１．残高証明手数料のうち､ 機械以外で発行するもの（住宅ロー
ンの残高証明は除く）、または､ 依頼日より１ヶ月超遡る
ものに対しては､ 1,100円となります。

　　　　２．利息証明手数料のうち、依頼日より１ヶ月超遡るものに対
しては、1,100円となります。

　　　　３．文書扱いは専用用紙のみの取扱いとします。
　　　　４．個人情報開示請求手数料は基本的項目とその他項目がまた

がる場合には2,200円となります。
　　　　５．お客様の手元にキャッシュカードまたはローンカードがあ

り、回収できる場合は、再発行手数料は徴求いたしません。
　　　　６．上記以外に手数料を徴収させて頂くものがありますので窓

口にお尋ねください。

（上記手数料には消費税が含まれています。）

種　     　  類 手  数  料

当座小切手帳  (50枚綴) １冊につき 2,200円

約束手形帳   (25枚綴) １冊につき 1,100円

為替手形帳   (25枚綴) １冊につき 1,100円

自己宛小切手発行 １通につき 550円

署名鑑サービス登録・変更 １件につき 5,500円

再
発
行

キャッシュカード（注５） １枚につき 1,100円

通　帳 １冊につき 1,100円

証　書 １枚につき 1,100円

夜間金庫利用手数料 年間あたり 26,400円

全自動貸金庫
利用手数料

サ
イ
ズ

Ｓ

年間あたり

11,880円

Ｍ 15,840円

Ｌ 19,800円

預金･融資 残高証明書（注１） １通につき 550円

各種証明書（注２） １通につき 550円

融資証明書 １通につき 証明金額×0.0220%

アンサーサービス手数料 １ヶ月あたり 1,100円

ホームバンキング基本料 １ヶ月あたり 1,100円

インターネットバンキング
基本料

１ヶ月
あたり

個人 無　料　

法人

オンライン     1,100円サービスのみ
データ伝送
サービス 3,300円
(オンラインサービス含む)

口座振替手数料

帳票ベース 220円

記録媒体ベース 165円

データ伝送 55円

国債口座管理手数料 年間あたり 1,320円

株式払込

取扱額
5,000万円以下

2.750
1,000

取扱額
5,000万円超

2.200
1,000

履歴照会帳票作成手数料 基本手数 料550円＋22円×枚数

個人情報開示請求
手数料(注４)

基本的項目 １通につき  1,100円

その他項目 １通につき  2,200円

未利用口座管理手数料 年間あたり 1,320円

口座振替中止 １件あたり 550円

法人格のない団体等の口座開設 １件あたり 5,500円

振込媒体持込手数料 １持込あたり  2,200円

口座管理法相続時預貯金
口座照会手数料 １件あたり 5,060円
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総代会制度について

総代とその選任方法

総代会の図解

総代候補者選考基準

　信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本理念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同
組織金融機関です。したがって、会員は出資口数に関係なく、一人1票の議決権を持ち、総会を通じて当金庫の経営に参
加することとなります。しかし、当金庫では会員数が大変多く、総会の開催は事実上不可能です。そこで、当金庫では、
会員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用しております。
　この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、
総代会は、総会と同様に、会員一人ひとりの意見が当金庫の経営に反映されるよう、会員の中から適正な手続きにより選
任された総代により運営されます。
　また、当金庫では、総代会に限定することなく、総代懇談会を実施するなど日常の事業活動を通じて、総代や会員との
コミュニケーションを大切にし、さまざまな経営改善に取り組んでおります。
　なお、総代会の運営に関するご意見やご要望につきましては、お近くの営業店までお寄せください。

（１）総代の任期・定数
　　・総代の任期は3年です。

・総代の定数は180人以内で、会員数に応じて選任区
域ごとに定めております。

（２）総代の選任方法
　総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の
経営に反映する重要な役割を担っております。
　そこで総代の選考は、総代候補者選考基準に基づ
き、次の３つの手続きを経て選任されます。
①総代会の決議により、選任区域ごとに会員の中から

総代候補者選考委員を選任する　　　　　
②総代候補者選考委員が総代候補者を選考する
③総代候補者を会員が信任する（異議があれば申し立

てできる）

①総代会の決議により、会員の中から
総代候補者選考委員を選任

決算に関する事項、理事・監事の
選任等、重要事項の決定

②選考基準に基づき、総代候補者選考委員が総代候補者を選考

③総代候補者氏名を店頭掲示し、所定の手続き
を経て、会員の代表として総代を委嘱

（１）資格要件
　　①当金庫の会員であること
　　②満80歳未満であること

③重任は妨げないが５期15年を超える場合は、70歳未
満であること

④②及び③により資格が無くなった総代について、当
該総代の見識その他諸般の事情から特に必要がある
と認められるときは、さらに１期（３年）を限度と
して委嘱することができる

（２）適格要件
①総代として相応しい見識を有している方であること
②良識をもって正しい判断ができる方であること
③人格、見識にすぐれ、地域における信望が厚い方で

あること
④金庫の理念・使命をよく理解し、当金庫の発展に寄

与できる方であること
⑤地域情報に通じ、当金庫と緊密な取引関係を有する

方であること
⑥その他総代候補者選考委員が適格と認めた方である

こと

総代候補者選考委員

総代会
総代

総代会は、会員一人ひとりの意見を適正に反映するための開かれた制度です。

総代候補者
会  員

総代会制度



25 総代会制度

総代の氏名等
選任区域 人数 氏　　名（就任回数）

第１区 本店営業部 ７名
太田　秀雄　④ 甲矢　了二　④ 神田　英則　④ 高田　和生　④ 橋本　　修　②
馬場　敏彰　⑨ 松本　和生　⑥

第２区 片上支店 ７名
池本　正治　③ 大西　真司　⑤ 寺尾　俊郎　⑤ 長﨑　信行　③ 平垣省太郎　⑤
𠮷延嘉一郎　⑤ 𠮷延　光宏　③

第３区 牛窓支店 ７名
石田　一成　⑤ 奥村　隆幸　⑤ 黒井　覚然　③ 柴田　健志　③ 服部　芳郎　③
原野　健一　④ 元浜　詳一　⑦

第４区 伊里支店 ５名 伊賀　資耕　⑨ 角野　和明　④ 川邊　一平　④ 星合　雄大　② 正宗　信行　③

第５区 長船支店 ８名
石原　基司　⑤ 岡本　利行　③ 神坂　俊規　③ 久保　好弘　⑤ 近藤　昭仁　⑤
谷口彰太郎　④ 馬場真太郎　③ 土方　明典　⑤

第６区 邑久支店 ８名
内田　晴啓　⑧ 太田日出明　③ 大森　一慶　④ 岡崎　正裕　③ 滝口　雅子　③
武久　　忠　⑥ 福﨑　　勇　⑤ 眞殿　重喜　⑤

第７区 和気支店 ８名
大森　雅勝　⑥ 金光　徳幸　④ 川上　健二　⑩ 國本　直宏　③ 髙原　嘉人　③
恒次　　一　⑤ 向井　克彦　⑨ 森田　竜次　③

第８区 虫明支店 ２名 横山　敬弘　③ 𠮷﨑　英明　④
第９区 佐伯支店 ３名 岡　　尚志　① 佐藤樹美雄　⑥ 寺尾　陽子　③
第10区 桜が丘支店 ２名 大森　公平　⑤ 皿井　隆臣　①
第11区 平島支店 ３名 小橋　重利　③ 中田　賢一　③ 藤原　重雄　⑥
第12区 上道駅前支店 ２名 石原　　務　④ 千田　真義　②

第13区 日生営業部 １４名
天倉　辰己　③ 安良田政弘　⑥ 岡　　孝造　③ 雄島　新作　④ 川辺　雄基　③
小林　昌史　② 立花　　朗　④ 丹羽耕一郎　① 中村　誠志　⑤ 中本孝一郎　④
西﨑　公英　② 松井　　徹　⑦ 森下　　実　④ 山口　宏明　②

第14区 三石支店 ４名 菊政　敏人　⑥ 北川　昌邦　③ 延原　　巌　③ 増永　雅嗣　⑧
第15区 吉永支店 ４名 柴田　　誠　⑥ 林　　徹浩　③ 藤井　和彦　⑥ 砂子　吉信　⑨
第16区 赤穂支店 ２名 岡本　一寛　⑥ 小宮　一則　⑥
第17区 赤磐支店 ２名 東本　純司　③ 向畑　貴生　③

※氏名の後の数字は総代への就任回数 （2025年６月１8日現在）

＜総代の属性別構成比＞

（順不同、敬称略）

法人代表者
88.6%

70代以上
25.0%

製造業
29.5%

卸売業·
小売業
26.1%

その他
サービス業
　11.4%

運輸業 12.5%

その他 5.7%

建設業 14.8%

50代
23.9%

40代 4.5%

60代
45.5%

個人事業主
6.8%

30代1.1%
年代別職業別 業種別

個人 4.6%

第55期  通常総代会の議事内容
　第55期通常総代会（2025年6月18日開催）では、次の報告並びに決議事項が付議されました。なお、決議事項につい
ては、それぞれ原案どおり承認されました。

第55期（2024年４月１日～2025年３月31日）業務報告、貸借対照
表及び損益計算書の内容報告の件

第１号議案　2024年度剰余金処分案承認の件
第２号議案　理事の任期満了に伴う選任の件
第３号議案　監事の任期満了に伴う選任の件
第４号議案　総代候補者選考委員選任の件

報告事項

決議事項



26リスク管理態勢

備前日生信用金庫ディスクロージャー 2025
Disclosure2025

理事会

信用リスク 市場リスク 流動性リスク 事務リスク システムリスク 法務リスク 風評リスク 人的リスク 有形資産リスク

常勤役員会

審査管理部 総務部 総務部 事務部 事務部 コンプライアンス室 営業統括部 総務部 総務部

ALM委員会（リスク管理統括機関）

統合的リスク管理

本部各部・各営業店

リスクカテゴリー

オペレーショナル・リスク

監事会

監査部

常勤監事

コンプライアンス委員会

　当金庫を取り巻く金融環境は、金融技術の進展により、高度化、複雑化し、これまでのリスク管理の観点では捉えられないリ
スクに晒されております。こうしたことから、当金庫では、「統合的リスク管理方針」等に基づき、経営の健全性、安全性を確
保することを目的に、当金庫が直面するさまざまなリスクを総体的に捉え、統合的リスク管理の強化を図っており、リスク管理
統括機関であるALM委員会などを通じて、適切なリスクコントロールを行っております。

1 信用リスク
　信用リスクとは、信用供与先（お取引先企業・個人）の財務内容
の悪化などにより、資産（貸出金・有価証券等）の価値が減少ある
いは消失し、損失を被るリスクです。
　当金庫では、貸出資産の健全性を維持するため、営業推進部門と
審査部門を分離し、厳格な審査体制を構築し、案件審査・与信管理
を行っております。また、有価証券発行体の信用リスクに関しては、
信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。

2 市場リスク
　市場リスクとは、金利・為替・株式等の様々な市場のリスクファ
クターの変動により、保有する資産・負債（オフバランス資産を含
む）の価値が変動し、損失を被るリスクです。主な市場リスクは、
金利リスク、価格変動リスク及び為替リスクから構成されています。
　当金庫では、適切なリスクの管理による収益の確保を図るため、
市場リスク管理要領や市場リスク管理手順等を制定しております。
その中で、リスク管理に関する方針やリスク管理の手法・ポジショ
ン枠の設定等を定め、厳正な管理に努めております。

3 流動性リスク
　流動性リスクとは、予期せぬ資金の流出等により、資金の確保に
通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされたり、市場
の混乱等により市場において取引ができなかったり、通常より著し
く不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリス
クです。
　当金庫では、流動性管理要領や流動性リスク管理手順等を制定
し、保有資産の流動性を維持・管理するとともに、安定した支払準
備資産の確保に努めております。

4 オペレーショナル・リスク
　オペレーショナル・リスクとは、当金庫の内部管理体制、システ
ムが不適切であること、または外生的事象の発生により損失を被る
リスクです。当金庫では以下の６つに分類してリスク管理を行って
おります。
●事務リスク
　　事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは、事故・

不正等を起こすことにより、損失を被るリスクです。

　　当金庫では、事務処理に係るリスクを適正に把握し、適切なリ
スク管理を行うため、事務リスク管理要領等を制定しておりま
す。その中で、リスク管理に関する基本方針や管理体制を定め、
厳正な事務管理と事故の未然防止に努めております。
●システムリスク
　　システムリスクとは、コンピューターシステムの障害または誤

作動などのシステムの不具合、不正利用等により損害を被るリス
クです。

　　当金庫では、コンピューターの運営および利用にあたり、適切
な管理を行うことにより、システムの安全性、信頼性を維持し、
情報資産の保護を図るため、システムリスク管理要領等を制定し
ております。その中で、基本方針や管理体制を定め、万一の事故
や災害に備えております。
●法務リスク
　　法務リスクとは、法令や内部規程等のルールを逸脱した行為に

より、訴訟等による金銭的な損失を被る、あるいは社会的評価や
信頼を損ない、当金庫が損失を被るリスクです。

　　当金庫では、コンプライアンス室を中心に、コンプライアンス
（法令等遵守）態勢の強化を図り、より高い倫理観の確立に取組
んでおります。
●風評リスク
　　風評リスクとは、根拠のない風説の流布や評判の悪化などの信

用力の低下により損失を被るリスクです。
　　当金庫では、リスクを適正に把握し適切なリスク管理を行うた

め、風評リスク管理要領等を制定しております。その中で、基本
方針や報告体制を定め、風評リスクに対する管理体制の構築を
図っております。
●人的リスク
　　人的リスクとは、職員の活動、人事運営上の不公平・不公正・

差別的行為およびその他の事象により損失を被るリスクです。
　　当金庫では、役職員の身上把握や職場離脱制度による検査等を

行うほか、役職員一人ひとりが、能力の向上や意欲を持って仕事
に取組める職場環境を整備することによって、人的リスクを抑制
するよう取組んでおります。
●有形資産リスク
　　有形資産リスクとは、災害や資産管理上の瑕疵等が発生した結

果、資産が毀損して損失を被るリスクです。
　　当金庫では、普段から役職員一人ひとりが金庫の有形資産の維

持・保守に取組むとともに、大規模災害等が発生した場合のマ
ニュアル等を策定し、対策等を講じることでリスクの極小化に努
めております。

統合的リスク管理体制図

リスク管理態勢
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１．経営改善支援への取組み方針

４．「経営者保証に関するガイドライン」への取組み

２．経営改善支援に関する態勢整備の状況

５．地域活性化に関する取組み状況

６．地域や利用者に対する積極的な情報発信

３．経営改善支援に関する取組み状況

　当金庫はお取引先企業の経営上のお悩みや問題点などの相談を受け、適切な助言や指導を行うことにより、お取引先の今後の
発展や活性化をサポートしております。　

　当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客さまからお借入れや保証債務整理の相
談を受けた際に真摯に対応するための態勢を整備しています。また、経営者保証の必要性については、お客さまとの丁寧な対話
により、法人と経営者の関係性や財務状況等の状況を把握し、同ガイドラインの記載内容を踏まえて十分に検討するなど、適切
な対応に努めています。

　営業店と本部専担部署（経営コンサルティング室）とが一体となり、連携を取りながらお取引先企業の経営改善支援を積極的
に取組んでおります。

　当金庫は地域社会の一員として、日常的・継続的に諸団体への参加協力を実施しております。
　引き続き地域の各種経済団体との連携強化に努めるとともに、各種事業活動にも積極的に参加してまいります。

　ディスクロージャー誌等を利用し、地域や利用者に対して地域密着型金融に係る取組みに関する情報を積極的に発信しております。

　2024年度の取組み実績は以下のとおりです。

　また、次の項目について必要に応じ、お取引先企業への支援を行っています。

⑴創業・新規事業開拓の支援
　○創業促進補助金事業への申請手続き等
⑵成長段階における支援
○中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス
革新事業への申請手続き等

　○ビジネスマッチングの取組み

⑶経営改善・事業再生・業種転換等の支援
　○経営改善計画書の策定アドバイス、
　　策定後の進捗管理
　○外部専門機関との連携

期初債務者数

経営改善
支援取組

み率

ａ／Ａ

ランク
アップ率

ｂ／ａ

再生計画
策定率

ｄ／ａ

うち経営改善支援取組み先数

Ａ ａ

ａのうち期末
に債務者区分
がランクアッ
プした先数

ｂ

ａのうち期末
に 債 務 者 区
分が変化しな
かった先数

ｃ

ａのうち再生
計画を策定し
た先数

ｄ

正常先 ① 4,423 1 0 1 1 0.02 0 100.00

要注
意先

うちその他要注意先 ② 250 11 0 10 2 4.40 0 18.18
うち要管理先 ③ 2 0 0 0 0 0 0 0

破綻懸念先 ④ 55 6 0 5 2 10.90 0 33.33
実質破綻先 ⑤ 40 0 0 0 0 0 0 0
破綻先 ⑥ 13 0 0 0 0 0 0 0

小　計(②～⑥の計) 360 17 0 15 4 4.72 0 23.52
合　　　　計 4,783 18 0 16 5 0.37 0 27.77

（単位：先数） （単位：％）

2024年度
新規に無保証で融資した件数 551 件
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合 49.24%
保証契約を解除した件数 1件
経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数（当金庫をメイン金融機関として実施したものに限る） 0件

経営改善支援及び地域活性化のための取組み
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コンプライアンス態勢の整備状況
・コンプライアンス態勢にかかる重要事項の決定は理事会で行い、

理事長が最高責任者となってコンプライアンス態勢の整備及び維
持を図っています。また、コンプライアンスに関する全体的な運
営状況を一元的に管理するために、コンプライアンス委員会（統
括部署：コンプライアンス室）を設置しています。

・遵守すべき法令等の基準とその解説、違法行為や問題事案への対
処方法などを具体的に示した「コンプライアンス・マニュアル」
を策定、役職員全員に配付し、同マニュアルに則り行動すること
としています。

・コンプライアンスの実践にあたっては、「コンプライアンス・プロ
グラム」を年度毎に策定し、教育・研修の内容、実効性のフォロー
体制など取り組むべき具体的な行動項目とスケジュールを定め、
その進捗状況を管理しています。なお、同プログラムの進捗状況
は定期的にコンプライアンス委員会や理事会に報告しています。

・本部各部および営業店にコンプライアンス担当責任者を配置して
おり、四半期に１回コンプライアンス担当責任者会議を開催し、
コンプライアンス違反の再発防止策等の協議を行っています。

・金庫内でコンプライアンス違反を発見した場合、また、そのおそ
れがあると判断される場合の通報方法としてホットライン（内部
通報）制度・外部通報制度を設けています。

お客さま本位の業務運営に関する基本方針
　備前日生信用金庫は、地域金融機関として「地域経済の発展と地域社会の繁栄と幸福に貢献する」との企業理念に基づき、お客さまの資産形
成・運用におけるお客さま本位の業務運営の定着を図るため、基本方針を策定し公表します。
１．お客さまの最善の利益の追求

　地域金融機関として、お客さまの経済的な繁栄への助力となることが本質であるとの考え方を組織全体で共有し、お客さまのライフサイ
クルに応じたサービス・商品の提供を行います。
　各部署では、日常からこの考え方が業務活動に反映されているか、振り返りを励行します。

２．利益相反の適切な管理
　利益相反のおそれのある取引によって、お客さまの利益が不当に害されることのないように、コンプライアンス担当部署による管理態勢
を構築するほか、お客さまの利益保護に努めます。

３．手数料の明確化
　お客さまに直接ご負担いただく手数料のほか、信託報酬など間接的にご負担いただく手数料を含めて「手数料の見える化」を主眼とした、
お客さまにとって分かりやすい丁寧な説明を行います。

４．重要な情報の分かりやすい提供
　金融商品の販売をはじめとした業務運営においては、お客さま一人ひとりに寄り添ったわかりやすい丁寧な説明を行います。
　具体的には、お客さまの投資経験や商品ご理解の程度に応じて、説明の時間と回数について、柔軟な対応を行います。簡単な商品は簡潔
に、複雑な商品はじっくり説明するなどメリハリをつけた対応を行います。
　また、金融商品を保有するお客さまからは、定期的な面談機会をいただき、お客さまの疑問点や不安へのオーダーメイドの対応を行います。

５．お客さまにふさわしいサービスの提供
　金融商品の販売をはじめとした業務運営においては、お客さまの投資のご経験・知識・財産状況・投資目的などをよくふまえて、真にお
客さまの利益に資するサービス・商品のご提案を行います。
　また、お客さまに対するサービス・ご提案が一方的にならないように十分配慮し、お客さまの商品選択の適切なご判断のサポート役とな
るように努めて行きます。

６．従業員等に対する適切な動機付けの枠組み
　従業員への教育は、各種法令・業務知識に加えて、地域金融機関としての営業理念を修得すべき機会を設けて行きます。
　また、お客さま本位の運営への積極的な推進とその動機付けに繋がる評価体系を構築して行きます。

反社会的勢力に対する基本方針
　私ども備前日生信用金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健
全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するた
め、以下のとおり「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これ
を遵守します。
１．当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当

要求に対しては断固として拒絶します。
２．当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を

確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。
３．当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取

引および便宜供与は行いません。
４．当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警

察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と
緊密な連帯関係を構築します。

５．当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑
事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応し
ます。

コンプライアンス(法令等遵守)への取組み

お客さま保護等への取組み

　当金庫は、コンプライアンス態勢の充実・強化を図るため、管理体制面の整備、並びに営業店への指導を徹底するなど、コン
プライアンス重視の経営に努めております。

　当金庫は、お客さまの保護や利便性の向上のため、業務の健全性と適切性を確保することを目的として、以下のとおり顧客保
護等管理態勢を整備し、各種の施策に取り組んでいます。

各種方針等
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顧客保護等管理態勢の整備状況
・当金庫の役職員等が、金融商品等の勧誘及び説明にあたって、お

客さまに対する取引または商品の説明及び情報提供の適切性及び
十分性を確保することにより、お客さまが理解し納得いただける
よう適切な勧誘・説明を行っています。

・お客さまからのご相談・ご要望及び苦情等に誠実に対応し、その
迅速な解決と改善策を実施することにより、お客さまからの信頼
向上に努めています。

　また、「お客様相談室」を設置し、お客さまからのご相談・ご要
望等に対応できる体制も整備しています。

・お客さまに関する情報は、法令等に従って適切に取得するととも
に、不正なアクセスや流出等を防止するため適切な措置を講じる
などにより安全に管理しています。

・お客さまとの取引に関連して、当金庫の業務を外部委託する場合
は、その業務遂行の的確性を確保し、お客さまの情報やその他の
利益を保護するために、定期的または必要に応じてモニタリング
を実施するなど委託先を適切に管理しています。

・お客さまとの取引にあたりお客さまの利益が不当に害される恐れ
のある取引を適切に管理するため、「利益相反管理方針」を整備
しています。

個人情報保護に関する基本方針（プライバシーポリシー）抜粋
　当金庫は、お客さまからの信頼を第一と考え、お客さまの個人情
報及び個人番号の適切な保護と利用を図るために、個人情報の保護
に関する法律（2003年5月30日法律第57号）、行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（2013年5月
31日法律第27号）及び金融分野における個人情報保護に関するガ
イドライン、その他個人情報等保護に関する関係諸法令等を遵守す
るとともに、その継続的な改善に努めます。また、個人情報等の機
密性・正確性の確保に努めます。

金融ＡＤＲ制度への対応
[苦情処理措置]
　当金庫は、お客さまからの相談・苦情・紛争等（以下「苦情等」
という。）のお申し出に公正かつ的確に対応するため業務運営体制・
内部規則を整備し、その内容をホームページ、店頭等で公表してい
ます。
　苦情等は、当金庫営業日（９時～ 17時）に営業店（電話番号
は18ページ参照）またはお客様相談室（住所： 岡山県備前市伊
部1660番 地 の7、 電 話：0869－64－4195、 Ｆ Ａ Ｘ：0869－64－
0389）に、電話・ＦＡＸ・手紙・面談でお申し出ください。
[紛争解決措置]
　当金庫は、 紛争解決のため、 岡山弁護士会（電話：086-223-
4401）または東京弁護士会（電話：03-3581-0031）、第一東京弁護
士会（電話：03-3595-8588）、第二東京弁護士会（電話：03-3581-
2249）（以下「東京三弁護士会」という）が設置運営する仲裁センター
等で紛争の解決を図ることも可能ですので、当金庫お客様相談室ま
たは一般社団法人全国信用金庫協会が運営する全国しんきん相談所
（９時～ 17時、東京都中央区八重洲1-3-7、電話：03-3517-5825）
へお申し出ください。なお、東京三弁護士会の利用を希望されるお
客さまは全国しんきん相談所でもお取次ぎいたします。また、お客
さまから、各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
　東京三弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さ
まにもご利用いただけます。その際には、次の①、②の方法により、
お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等
を利用することもできます。
　①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の
弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る
方法（現地調停）、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決す
る方法（移管調停）があります。
　詳しくは、東京三弁護士会、全国しんきん相談所または当金
庫お客様相談室にお尋ねいただくか、東京三弁護士会のホーム
ペ ー ジ ま た は 当 金 庫 ホ ー ム ペ ー ジ（https://www.shinkin.co.jp/
bizenhinase/）をご覧ください。

利益相反管理方針の概要
　当金庫は、信用金庫法および金融商品取引法等を踏まえ、お客さ
まとの取引にあたり、本方針および当金庫が定める庫内規則に基づ
き、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管
理（以下「利益相反管理」といいます。）し、もってお客さまの利
益を保護するとともに、お客さまからの信頼を向上させるため、次
の事項を遵守いたします。
１．当金庫は、当金庫がお客さまと行う取引を対象として利益相反

管理を行います。
２．当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
　（1）次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるお

それのある取引
　　①当金庫等が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
　　②当金庫等が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立また

は競合する相手と行う取引
　　③当金庫等が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情

報を不当に利用して行う取引
　（2）①から③のほかお客さまの利益が不当に害されるおそれのあ

る取引
３．当金庫は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げ

る方法その他の方法を選択し、またこれらを組み合わせること
により管理します。

　　①対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離す
る方法

　　②対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更す
る方法

　　③対象取引またはお客さまとの取引を中止する方法
　　④対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれが

あることについて、お客さまに適切に開示する方法
４．当金庫は、営業部門から独立した管理部署の設置および責任者

の配置を行い、利益相反のおそれのある取引の特定および利益
相反管理を一元的に行います。また、当金庫は、利益相反管理
について定められた法令及び庫内規則等を遵守するため、役職
員等を対象に教育・研修等を行います。

５．当金庫は、利益相反管理態勢の適切性および有効性について定
期的に検証します。

金融商品に係る勧誘方針
　当金庫は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する
法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、
勧誘の適正の確保を図ることとします。
１．当金庫は、お客様の資産運用目的、知識、経験、および財産の

状況に照らして、適正な情報の提供と商品説明をいたします。
２．商品の選択・購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいた

だきます。
その際、当金庫は、お客様に適正な判断をしていただくために、
当該商品の重要事項について説明をいたします。　

３．当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し事実と異
なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を通じ
て役職員の知識の向上に努めます。

４．当金庫は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧
誘は行ないません。

５．金融商品の販売等に係る勧誘についてご意見やお気づきの点等
がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。

詳しくは当金庫本支店の店頭ポスター、または当金庫ホームページをご覧ください。
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■偽造・盗難キャッシュカード被害に係るお客さまへの補償について
　当金庫は、お客さまに安心してキャッシュカードをご利用いただくため、偽造・盗難によってキャッシュカードを他人
に不正使用された場合の被害について、原則として被害額の全額を補償させていただきます。

■キャッシュカードと暗証番号の管理についてのお願い
　キャッシュカードと暗証番号は、厳重に保管してください。
　キャッシュカードが手元から無くなる、身に覚えがない取引があるなど被害に遭ったと思われる場合には、すみやかに
当金庫までご連絡ください。
　なお、以下の事項をお守りいただかないと、補償されないまたは補償が減額される場合もありますのでご注意ください。
・キャッシュカードの暗証番号を例えば「生年月日」「自宅住所・地番」「電話番号」「勤務先電話番号」「自動車ナンバー」

など、お客さま以外にも知りえる番号にすることは絶対に行わないでください。
・キャッシュカードを他人に渡すこと、暗証番号を他人に教えること、暗証番号をキャッシュカード上に書くことは絶対

に行わないでください。
・キャッシュカードを自動車内など他人の目につきやすい場所に放置すること、第三者に容易に奪われる状態に置くこと

は絶対に行わないでください。
・暗証番号を書いたメモや、暗証番号を推測させるような書類等（運転免許証、健康保険証、パスポートなど）を、キャッ

シュカードとともに携行・保管しないでください。

■キャッシュカード盗難・紛失等の受付
　キャッシュカードの盗難・紛失等に遭われた場合には、下記の受付先にご連絡ください。
　また、各お取引店舗の電話番号については18ページをご参照ください。

■通帳盗難・偽造キャッシュカード等の不正な払戻し被害に係るお客さまへの補償について
・個人のお客さまが、盗難された通帳・証書により不正に預金等を払戻しされる被害に遭われた場合には、預金者保護法

における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて補償させていただきます。
・お客さまの過失の程度によって、被害補償の対象外になるか、あるいは、被害補償額が一部減額となる場合があります

のでご注意ください。

■キャッシュカード振込機能および出金機能の利用制限について（振り込め詐欺被害防止対策）
　　近年、岡山県内において、ＡＴＭに不慣れな高齢者を誘導して、預金を振り込ませる振り込め詐欺（特殊詐欺）に
よる被害が急増しています。当金庫では、こうした被害を防止するため70歳以上のお客さまを対象に、下記のとおり、
キャッシュカード振込および出金機能の利用制限を実施していますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
【利用制限の内容】
　キャッシュカードによる出金限度額が１日20万円となります。
　※ＡＴＭで3年以上キャッシュカードによる出金、振込をされていない場合は、出金限度額10万円、振込限度額0円

とさせていただいております。
①対象となるお客さま
　70歳以上のお客さま
②ＡＴＭでの20万円を超える出金（※10万円を超える出金及びお振込み）をご希望のお客さま
　平日の営業時間内に、お客さまご本人を確認できる書類およびお届印を持参のうえ、当金庫の窓口へお申し出くださ

い。当金庫にて本人確認の上、所定の手続きを経て、20万円を超える出金（※10万円を超える出金及びお振込み）
を可能とさせていただきます。

■インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの補償
・個人のお客さまが、インターネットバンキングにより不正に預金等を払戻しされる被害に遭われた場合には、預金者保

護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて補償させていただきます。
・お客さまの過失の程度によって、被害補償の対象外になるか、あるいは、被害補償額が一部減額となる場合があります

のでご注意ください。

■インターネットバンキングにおける不正アクセスおよび身に覚えがない振込について
　最近、インターネットバンキングをご利用のお客さまにおいて、ＩＤとパスワードを何らかの方法により窃取され、不
正アクセス・ログインされたという事例が国内の金融機関で急増しております。この不正アクセス・ログインは沈静化の
兆しがなく、被害を最小限に食い止める観点から、特別監視を実施し、不正アクセスと判断した場合には、当該ＩＤに対

お客さまの安全のために

曜日 受付時間帯 受付先 受付電話番号

平日 ９時~17時30分 各お取引店舗 各お取引店舗電話番号

平日 ９時~17時30分以外の時間帯
しんきんサービスセンター 082-252-6875

土・日・祝日 24時間
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して取引停止措置を実施させていだきます。
　また、これまでと同様、ウイルスによる情報流出を防止するために、セキュリティ対策ソフトの導入およびＯＳ・ブラ
ウザを最新の状態にする等の対策を実施のうえ、本サービスをご利用いただきますようお願いいたします。当金庫では、
お客さまの大切なご預金を不正取引被害から守るための対策として、インターネットバンキング専用のウイルス対策ソフ
ト「Rapport（ラポート）」を無料で提供していますので、 併せてご利用ください。

■インターネットバンキング専用のウイルスソフト「Rapport（ラポート）」について
　「Rapport（ラポート）」は、日本アイ・ビー・エム株式会社が提供する、インターネットバンキングを狙ったウイルス
向けの対策ソフトです。パソコンのウイルス感染を原因とする、インターネットバンキングでの不正送金を防ぐため、
「Rapport（ラポート）」のご利用をお勧めいたします。

１．インターネットバンキングを狙ったウイルスを検知・駆除します。
２．インターネットバンキングで使用する通信情報の改ざんを防止します。
3．インストールするだけで、自動的に機能します。また、市販のウイルス対策ソフトとの併用が出来ます。（ただし、

一部の市販のソフトにおいて、インストールや利用する際に特別な操作が必要な場合もあります。）
４．無料でご利用いただけます。

　当金庫は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与（以下、「マネロン・テロ資金供与」という。）の防止に向け、適
用される関係法令等を遵守するとともに、業務の適切性を確保すべく基本方針を次の通り定め、管理態勢の構築・強化に
取り組んでまいります。

１．運営方針
　理事会は、マネロン・テロ資金供与の防止を経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけ、マネロン・テロ資金供
与の脅威に対し、組織として適切に対応できる管理態勢を構築します。
　具体的には、組織全体で連携・協働してマネロン・テロ資金供与のリスクを特定・評価するための枠組みの構築、各
部門の利害調整、マネロン・テロ資金供与リスクの特定・評価を実施するための指導・支援、マネロン・テロ資金供与
リスクの評価結果を踏まえた基本方針・規程・手順等の策定、マネロン・テロ資金供与リスクを適切にコントロールす
るために必要となる経営資源の配分等について、主導性を発揮します。
　また、自金庫のマネロン・テロ資金供与リスクが変化した際や、運営上の課題が確認された場合には、改めて基本方
針・規程・手順等の見直しを検討し、マネロン・テロ資金供与対策の実効性を高める対応態勢を構築します。

２．管理態勢
　当金庫におけるマネロン・テロ資金供与対策の主管部署は、総合企画部マネー・ローンダリング等対策課（以下、「マ
ネロン等対策課」という。）とし、マネロン等対策課が関係する各部署や営業店等と連携を図りマネロン・テロ資金供
与対策に取組みます。

3．リスクベース・アプローチ
　リスクベース・アプローチの考え方に基づき、当金庫が直面しているマネロン・テロ資金供与に関するリスクを特定・
評価し、リスクに見合った低減措置を講じます。

４．顧客の管理方針
　適切な取引時確認を実施し、お客さまや取引のリスクに即した対応策を実施する態勢を整備します。
　また、お客さまから定期的な情報収集、取引時の記録等から取引実態等を定期的に調査・分析することで、継続的な
顧客管理による対応策の見直しを図ります。

５．疑わしい取引の届出
　営業店からの報告、またはシステムによるモニタリング・フィルタリングで検知した取引を基に、お客さまの属性、
取引時の状況等を総合的に検証・分析することで、疑わしい顧客や取引等を適切に把握し、当局に速やかに疑わしい取
引の届出を行います。

６．資産凍結の措置
　テロリスト等に対する資産凍結等の措置を適切に実施します。

７．役職員の研修
　継続的な研修を通じて、役職員のマネロン・テロ資金供与に対する知識・理解を深め、役割に応じた専門性・適合性
等を有する役職員の確保・育成に努めます。

８．実効性の検証
　マネロン・テロ資金供与対策の管理態勢について、主管部署であるマネロン等対策課による営業店、ＡＴＭ等におけ
る対策の実効性を定期的に検証し、対策の実効性確保に向けた改善を進めるとともに、独立した内部監査部門による定
期的な監査を実施し、その監査結果を踏まえて、さらなる改善に努めます。

９．お客さまからの理解促進
　お客さまからの定期的な情報収集に向けて、当金庫のホームページ、営業店、ＡＴＭ等を活用して、お客さまからの
理解を得るための周知、広報活動に取組みます。

以　上

当金庫におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る対応方針について
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科　目 2024年３月末 2025年３月末

（負債の部）
預金積金 221,772 218,999
　当座預金 3,004 2,697
　普通預金 108,425 110,416
　貯蓄預金 3,061 2,876
　通知預金 500 500
　定期預金 99,693 95,788
　定期積金 6,473 5,363
　その他の預金 613 1,357
借用金 － －
　借入金 － －
その他負債 227 313
　未決済為替借 47 29
　未払費用 51 104
　給付補てん備金 1 1
　未払法人税等 11 0
　前受収益 60 58
　払戻未済金 3 3
　払戻未済持分 － －
　リース債務 19 19
　資産除去債務 4 2
　その他の負債 27 93
賞与引当金 73 74
退職給付引当金 191 201
役員退職慰労引当金 93 104
睡眠預金払戻損失引当金 4 2
偶発損失引当金 26 14
繰延税金負債 111 14
債務保証 177 153
負債の部合計 222,678 219,878

（純資産の部）
出資金 755 754
　普通出資金 655 654
　その他の出資金 100 100
資本剰余金 100 100
　資本準備金 100 100
利益剰余金 11,707 12,444
　利益準備金 759 755
　その他利益剰余金 10,948 11,689
　　特別積立金 10,296 10,796
　　（体質強化積立金） （3,500） （4,000）
当期未処分剰余金 652 893
処分未済持分 ▲4 ▲30
会員勘定合計 12,558 13,268
その他有価証券評価差額金 377 ▲1,844
評価・換算差額等合計 377 ▲1,844
純資産の部合計 12,936 11,423
負債及び純資産の部合計 235,614 231,302

科　目 2024年３月末 2025年３月末

（資産の部）
現金 3,381 4,032
預け金 51,748 50,296
買入金銭債権 4,054 3,907
金銭の信託 3,484 3,467
有価証券 99,878 99,618
　国債 3,048 4,212
　地方債 7,189 5,814
　社債 34,672 37,849
　株式 712 767
　その他の証券 54,256 50,974
 貸出金 75,321 71,436
　割引手形 583 332
　手形貸付 5,724 5,345
　証書貸付 66,494 63,386
　当座貸越 2,518 2,371
 その他資産 1,916 1,932
　未決済為替貸 45 27
　信金中金出資金 1,408 1,408
　前払費用 － －
　未収収益 278 318
　その他の資産 184 178
 有形固定資産 1,725 1,565
　建物 879 822
　土地 610 534
　リース資産 19 19
　建設仮勘定 － －
　その他の有形固定資産 216 188
無形固定資産 35 24
　ソフトウェア 27 17
　その他の無形固定資産 7 7
前払年金費用 276 324
繰延税金資産 － －
債務保証見返 177 153
貸倒引当金 ▲6,384 ▲5,457
（うち個別貸倒引当金） （▲1,550） （▲1,951）

資産の部合計 235,614 231,302 

（単位：百万円）（単位：百万円）

貸借対照表

財務諸表
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貸借対照表の注記

注１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動

平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券のう
ち時価のあるものについては時価法（売却原価は主とし
て移動平均法により算定）、ただし、市場価格のない株式
等については移動平均法による原価法により行っておりま
す。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純
資産直入法により処理しております。

３．金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の
評価は、上記２と同じ方法により行っております。

４．有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率
法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物
附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以後に取得した
建物附属設備及び構築物については定額法）を採用してお
ります。また、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　　建　物　３年～50年
　　　　その他　３年～20年
５．無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額

法により償却しております。なお、自金庫利用のソフト
ウェアについては、金庫内における利用可能期間（５年）
に基づいて償却しております。

６．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固
定資産」中のリース資産の減価償却は、リース期間を耐用
年数とした定額法により償却しております。なお、残存価
額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるも
のは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としており
ます。

７．外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額
を付しております。

８．貸倒引当金は予め定めている償却・引当基準に則り、次
のとおり計上しております。
　日本公認会計士協会　銀行等監査特別委員会報告第４号
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸
倒引当金の監査に関する実務指針」（2022年４月14日）に
規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権につ
いては、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における
各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき引き当
てております。破綻懸念先債権に相当する債権について
は、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収
可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引
き当てております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当
する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額
及び保証による回収可能見込額を控除した残額を引き当て
ております。
　ただし、海運業のその他要注意先債権及び要管理先債権
のうち、当金庫の基準に該当した債権については、個別に
船齢、返済見込みなどを考慮して必要と認める額を計上し
ており、その金額は、1,643百万円であります。
　すべての債権は、資産査定規程に基づき、第1次査定を
営業店が実施し、第2次査定を審査管理部が行い、営業関
連部署から独立した監査部門が査定結果を監査しており、
その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権
等については、債権額から担保の評価額及び保証による回
収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額
として債権額から直接減額しており、その金額は172百万
円であります。

９．賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職

員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属す
る額を計上しております。

10．退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当
事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務
の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期
間に帰属させる方法については期間定額基準によっており
ます。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処
理方法は以下のとおりであります。
　過去勤務費用　その発生時の職員の平均残存勤務期間内
の一定の年数（８年）による定額法により損益処理してお
ります。
　数理計算上の差異　各発生年度の職員の平均残存勤務期
間内の一定の年数（７年）による定率法により発生の翌事
業年度から損益処理しております。
（1）総合設立型厚生年金基金

　当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立され
た企業年金制度（総合設立型厚生年金基金）に加入して
おり、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に
計算することができないため、当該企業年金制度への拠
出額を退職給付費用として処理しております。
　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制
度全体の拠出等に占める当金庫の割合並びにこれらに関
する補足説明は次のとおりであります。
①制度全体の積立状況に関する事項
（2024年3月31日現在）
　年金資産の額　　　　 1,832,300百万円
　年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額

との合計額 1,853,684百万円
　差引額　　　　　　　　　 ▲ 21,384百万円
②制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合
（2024年３月分）　　 0.1899％
③補足説明

　上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過
去勤務債務残高134,623百万円及び別途積立金113,239
百万円であります。本制度における過去勤務債務の償
却方法は期間19年0ヵ月の元利均等定率償却であり、
当金庫は当事業年度の財務諸表上、当該償却に充てら
れる特別掛金35百万円を費用処理しております。
　なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛
金拠出時の標準給与の額に乗じることで算定されるた
め、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致
しません。

（2）連合設立型確定給付企業年金基金
　当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立され
た企業年金制度（連合設立型確定給付企業年金基金）に
加入しており、当該年金制度の第１給付部分について、
当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算す
ることができないため、当該年金制度の第１給付部分へ
の拠出額を退職給付費用として処理しております。（当
該年金制度は第１給付部分〔共通給付部分〕と第２給付
部分〔事業所給付部分〕とで構成されております）
　なお、当該企業年金制度の第１給付部分の直近の積立
状況及び第１給付部分の拠出等に占める当金庫の割合並
びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。
①第１給付部分の積立状況に関する事項
（2024年３月31日現在）

　年金資産の額　　　　　　　　　 95,363千円
　年金財政計算上の数理債務額   79,191千円
　差引額　　　　　　　　　　　   16,172千円
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②第１給付部分に占める当金庫の掛金拠出割合
　（2024年３月分）　 3.2493％

③補足説明
　上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過
去勤務債務残高1,443千円であります。本制度におけ
る過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等定
率償却であります。

11．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払い
に備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のう
ち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計
上しております。

12．睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金
について、預金者からの払戻請求に備えるため、過去の払
戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。

13．偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払い
に備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しておりま
す。

14．役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収
益であり、内訳として「受入為替手数料」「その他の役務
収益」があります。このうち、受入為替手数料は、為替業
務から収受する受入手数料であり、送金、代金取立等の内
国為替業務等に基づくものです。為替業務及びその他の役
務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同時期
に充足されるため、原則として、一時点で収益を認識して
おります。

15．消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の
会計処理は税抜方式によっております。ただし、有形固定
資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上
しております。

16．会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にそ
の額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表
に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりで
す。
　貸倒引当金 5,457百万円
　貸倒引当金の算出方法は、重要な会計方針として８.に
記載しております。
　主要な仮定は「債務者区分の判定における貸出先の将来
の業績見通し」であります。
　「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」
は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、また新型コ
ロナウイルス感染症の影響により業績悪化等影響が出てい
る債務者については、債務者区分の見直し等を行っており
ます。
　なお、個別貸出先の業績悪化等により、当初の見積りに
用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る財務諸表
における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性がありま
す。

17．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対す
る金銭債権総額 1,251百万円

18．有形固定資産の減価償却累計額  2,717百万円
19．信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関

する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債
権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償
還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているも
のであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品
取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国
為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務
保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている
有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用
貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額  1,279百万円
危険債権額　　　　　　　　　　　 2,016百万円
三月以上延滞債権額　　　　　　　　 9百万円
貸出条件緩和債権額　　　　　　 169百万円
合計額　　　　　　　　　　　　 3,474百万円

　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開
始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により
経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準
ずる債権であります。
　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていな
いが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権
の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債
権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないも
のであります。
　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払
日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権
及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないもの
であります。
　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図
ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本
の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決め
を行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、
危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであり
ます。
　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額でありま
す。

20．手形割引は、業種別監査委員会実務指針第２４号に基づ
き金融取引として処理しております。これにより受け入れ
た商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に
処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は332
百万円であります。

21．為替決済、地方公共団体の収納事務取扱いにかかる担
保等として、有価証券867百万円、定期預金4,000百万円、
その他の資産21百万円を差し入れております。

22．出資１口当たりの純資産額914円99銭
23．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針
　当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務な
どの金融業務を行っております。
　このため、金利変動による不利な影響が生じないよう
に、資産及び負債の総合的管理（ALM）をしております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
　当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内の
お客様に対する貸出金です。
　また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であ
り、満期保有目的、純投資目的及び事業推進目的で保有
しております。
　これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変
動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。
　一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、
流動性リスクに晒されております。
　また、変動金利の預金については、金利の変動リスク
に晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理

　当金庫は、融資事務取扱規程・要領及び信用リスク
に関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案
件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証
や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関す
る体制を整備し運営しております。
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　これらの与信管理は、各営業店のほか審査管理部に
より行われ、また、定期的にALM委員会及び常勤役員
会や理事会を開催し、審議・報告を行っております。
　有価証券の発行体の信用リスクに関しては、総務部
において、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
で管理しております。

②市場リスクの管理
（ⅰ)金利リスクの管理

　当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理し
ております。
　リスク管理・ALMに関する規程及び要領において、
リスク管理方法や手続等の詳細を明記しており、ALM
委員会において決定されたALMに関する方針に基づ
き、理事会において実施状況の把握・確認、今後の対
応等の協議を行っております。
　日常的には総合企画部において金融資産及び負債の
金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感
応度分析等によりモニタリングを行い、四半期に１回
ALM委員会等に報告しております。

（ⅱ)価格変動リスクの管理
　有価証券を含む市場運用商品の保有については、
ALM委員会の方針に基づき、理事会の監督の下、市場
リスク管理要領に従い行われております。
　このうち、総合企画部では、市場運用商品の購入を
行っており、事前審査、投資限度額の設定のほか、継
続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減
を図っております。
　総合企画部で保有している株式の多くは、事業推進
目的で保有しているものであり、取引先の市場環境や
財務状況などをモニタリングしております。
　これらの情報は総合企画部から、常勤役員会及び理
事会に定期的に報告されております。

（ⅲ)市場リスクに係る定量的情報　
　当金庫において、主要なリスク変数である金利リス
クの影響を受ける主たる金融商品は、「預け金」、「有
価証券」のうち債券、「貸出金」、「預金積金」及び、「借
用金」であります。
当金庫では、これらの金融資産及び金融負債につい
て、「信用金庫法施行規則第132条第１項第５号ニ等
の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金
融庁長官が別に定める事項」(2014年金融庁告示第８
号)において通貨ごとに規定された金利ショックを用
いた時価の変動額を市場リスク量とし、金利の変動リ
スクの管理にあたっての定量的分析に利用しておりま
す。
　当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及
び金融負債を（固定金利群と変動金利群に分けて）、
それぞれ金利期日に応じて適切な期間に残高を分解
し、期間ごとの金利変動幅を用いております。
　なお、金利以外のすべてのリスク変数が一定である
と仮定し、当事業年度末において、上方パラレルシフ
ト（指標金利の上昇をいい、日本円金利の場合1.00％
上昇等、通貨ごとに上昇幅が異なる）が生じた場合、
対象となる金融商品の時価は、5,207百万円減少する
ものと把握しております。
　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合
を前提としており、金利とその他のリスク変数との相
関を考慮しておりません。また、金利の合理的な予想
変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超え
る影響が生じる可能性があります。

③資金調達に係る流動性リスクの管理
　当金庫は、ALMを通して、適時に資金管理を行うほ
か、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短
の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを
管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
　なお、一部の金融商品については、簡便な計算により
算出した時価に代わる金額を含めて開示しております。

24．金融商品の時価等に関する事項
　2025年３月31日における貸借対照表計上額、時価及び
これらの差額は、次のとおりであります（時価等の評価技
法（算定方法）については（注１）参照）。なお、市場価
格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりま
せん（（注２）参照）。
　また、重要性の乏しい科目については記載を省略してお
ります。

（単位：百万円）
貸借対照表

計上額 時　価 差　額

(1)預け金（＊１）
(2)買入金銭債権
(3)金銭の信託
(4)有価証券
　　満期保有目的の債券
　　その他有価証券
(5)貸出金（＊１）
　　貸倒引当金（＊２）
　貸出金（貸倒引当金控除後）

50,296
3,907
3,467

99,097
12,306
86,791
71,436

▲5,457
65,978

50,286
3,907
3,467

98,543
11,751
86,791

－
－

65,008

▲9
－
－

▲554
▲554

－
－
－

▲970

金融資産計 222,747 221,213 ▲1,534

(1)預金積金（＊１）
(2)借用金（＊１）

218,999
－

218,867
－

▲131
－

金融負債計 218,999 218,867 ▲131

（＊１）預け金、貸出金、預金積金、借用金の「時価」には、
「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」が含ま
れております。

（＊２）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金
を控除しております。

（注１）金融商品の時価等の評価技法（算定方法）
　金融資産

（1）預け金
　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似し
ていることから、当該帳簿価額を時価としております。満
期のある預け金については、残存期間に基づく区分ごと
に、新規に預け金を行った場合に想定される適用金利で割
り引いた現在価値を時価に代わる金額として記載しており
ます。
（2）買入金銭債権
　買入金銭債権は取引金融機関から提示された価格によっ
ております。
（3）金銭の信託
　金銭の信託は取引金融機関から提示された価格によって
おります。
（4）有価証券
　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融
機関から提示された価格によっております。投資信託は、
取引所の価格又は公表されている基準価格によっており
ます。
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　なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項に
ついては25.から29.に記載しております。

（5）貸出金
　貸出金は、以下の①～③の合計額から、貸出金に対応す
る一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除する方法によ
り算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載し
ております。
①　破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、

将来キャッシュ・フローの見積りが困難な債権について
は、貸借対照表中の貸出金勘定に計上している額（貸倒
引当金控除前の額。以下「貸出金計上額」という。）

②　①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額
③　①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の期間に

基づく区分ごとに、元利金の合計額を無リスク利子率で
割り引いた価額

　金融負債
（1）預金積金
　要求払預金については、決算日に要求された場合の支払
額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、定期性
預金の時価は、一定期間ごとに区分して、将来のキャッ
シュ・フローを割り引いて現在価値を算出しております。
その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率
を用いております。なお、残存期間が短期のものは、時価
は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価
としております。
（2）借用金
　借用金のうち、固定金利によるものは、一定の期間ごと
に区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入にお
いて想定される利率で割り引いて現在価値を算出し、その
算出結果を時価に代わる金額として記載しております。

（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとお
りであり、金融商品の時価情報には含まれておりません。

（単位：百万円）
区　　分 貸借対照表計上額

非上場株式（＊１） 520

合　　計 520

（＊１）非上場株式については、企業会計基準適用指針第19
号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（2020
年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはし
ておりません。

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予
定額 （単位：百万円）

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

預け金
買入金銭債権（＊１）
金銭の信託
有価証券

満期保有目的の債券
　その他有価証券のうち
　満期があるもの
貸出金（＊２）

20,296
1,201
3,467
7,346
2,600
4,746

14,800

24,000
1,665

－
28,906

4,100
24,806

23,978

6,000
168

－
36,313

2,700
33,613

12,601

－
1,000

0
17,101

2,900
14,201

16,935

合　計 47,111 78,551 55,083 35,036

（＊１）買入金銭債権のうち、期間の定めがないものは含めて
おりません。

（＊２）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に
対する債権等、償還予定額が見込めないもの、期間の定
めがないものは含めておりません。

（注４）借用金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

預金積金（＊） 200,254 18,694 － 50

合　計 200,254 18,694 － 50

（＊）預金積金のうち、要求払預金は「１年以内」に含めてお
ります。

25．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のと
おりであります。これらには、「国債」、「地方債」、「短期
社債」、「社債」、「株式」、「その他の証券」が含まれており
ます。以下、28.まで同様であります。

　・売買目的有価証券　　該当なし
　・満期保有目的の債券 （単位：百万円）

種　類 貸借対照表
計上額 時　価 差　額

時価が貸借対照
表計上額を超え
るもの

国債 － － －

地方債 299 300 0

短期社債 － － －

社債 1,000 1,001 1

その他 1,400 1,412 12

小計 2,700 2,713 13

時価が貸借対照
表計上額を超え
ないもの

国債 － － －

地方債 800 791 ▲8

短期社債 － － －

社債 1,700 1,675 ▲24

その他 7,106 6,571 ▲534

小計 9,606 9,038 ▲568

合　計 12,306 11,751 ▲554

　・子会社・子法人等株式及び関連法人等株式　　 該当なし
　・その他有価証券 （単位：百万円）

種　類 貸借対照表
計上額 取得原価 差　額

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えるもの

株式 146 104 41

債券 3,355 3,324 30

　国債 704 697 7

　地方債 533 526 7

　短期社債 － － －

　社債 2,117 2,101 15

その他 17,096 14,904 2,192

小計 20,597 18,332 2,264

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えないもの

株式 100 104 ▲4

債券 40,721 42,980 ▲2,259

　国債 3,508 3,697 ▲189

　地方債 4,180 4,394 ▲214

　短期社債 － － －

　社債 33,032 34,888 ▲1,856

その他 25,372 26,828 ▲1,455

小計 66,194 69,913 ▲3,719

合　計 86,791 88,246 ▲1,454

　26．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券　
　　　該当なし
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　27．当事業年度中に売却したその他有価証券
（単位：百万円）

売却額 売却益の合
計額

売却損の合
計額

株式 － － －

債券 133 － ▲66

　国債 － － －

　地方債 － － －

　短期社債 － － －

　社債 133 － ▲66

その他 2,964 103 ▲574

合　計 3,098 103 ▲641

　28．保有目的を変更した有価証券　　該当なし
　29．減損処理を行った有価証券

　有価証券（市場価値のない株式等及び組合出資金を除く）
のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べ著しく下落
しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認
められないものについては、当該時価をもって貸借対照表
計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失とし
て処理（以下「減損処理」という。）しております。
　当事業年度における減損処理額はありません。
　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準
は、減損率50％以上のすべての銘柄及び減損率30％以上
50％未満のうち回復の可能性が低いと判断した銘柄として
います。

30．運用目的の金銭の信託　　該当なし
31．満期保有目的の金銭の信託　　該当なし
32．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）

（単位：百万円）

貸借対
照表

計上額

取得
原価 差額

うち貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの

うち貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないもの

その他
の金銭
の信託

3,467 3,451 15 48 ▲33

（注）「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ
「差額」の内訳であります。

33．当座貸越契約に係るコミットメントライン契約は、顧
客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定さ
れた条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金
を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に
係る融資未実行残高は、7,791百万円であります。このう
ち契約残存期間が１年以内のものが3,445百万円あります。
　なお、これらの契約の多くは融資実行されずに終了する
ものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当金
庫の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではあ
りません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債
権の保全、及びその他相当の事由があるときは、当金庫が
実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額を
することができる旨の条項が付けられております。また、
契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を
徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている金庫内手
続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見
直し、与信保全上の措置等を講じております。

34．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳は、それぞれ次のとおりであります。

　　繰延税金資産
　　　貸倒引当金損金算入限度超過額 1,539百万円
　　　その他有価証券評価差額金　　 1,098百万円
　　　固定資産減損処理　　　　　　 121百万円
　　　青色欠損金　　　　　　　　　　 111百万円
　　　退職給付引当金　　　　　　　　 56百万円
　　　その他　　　　　　　　　　　　　　 122百万円
　　　　　　　　小　　　　計　　　　　　 3,050百万円
　　　将来減算一時差異等の
　　　合計に係る評価性引当額 ▲2,318百万円　
　　　　　　繰延税金資産合計　　　　　　 732百万円

　　繰延税金負債　
　　　　その他有価証券評価差額金　　 654百万円
　　　　前払年金費用　　　　　　　　 91百万円
　　　　その他　　　　　　　　　　　　　　   0百万円　
　　　　　　繰延税金負債合計　　         　 746百万円
　　繰延税金負債の純額                    　 14百万円

（注１）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限
別の金額

　　当事業年度（2025年３月31日） （単位：百万円）
１
年
以
内

１
年
超

２
年
以
内

２
年
超

３
年
以
内

３
年
超

４
年
以
内

４
年
超

５
年
以
内

５
年
超

合
計

税務上の
繰越欠損金
（＊１）

－ － － － － 111 111

評価性
引当額 － － － － － － －

繰延税
金資産 － － － － － 111 111

（＊１）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であ
ります。

（追加情報）
　法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金
負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律（2025年法律第13
号）」が2025年３月31日に成立したことに伴い、2026年４
月１日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の
課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金
資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従
来の27.6％から、2026年４月１日以後開始する事業年度以
降に解消が見込まれる一時差異等については28.3％となり
ます。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産は
３百万円増加し、その他有価証券評価差額金は10百万円
減少し、法人税等調整額は３百万円増加しております。

35．追加情報
　その他の出資金には、協同組織金融機関の優先出資に関
する法律（1993年５月12日公布法律第44号）第15条第１
項第１号の規定に基づく優先出資の消却に対応して優先出
資金から振り替えて計上した100百万円が含まれておりま
す。
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損益計算書の注記

注１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
２．当期において以下の資産について減損損失を計上してお

ります。
　　　　地域　　　主な用途　　　種類　　　　減損損失
　　 　備前市　　　 店舗　　 事業用資産　 　87,451千円

　共用資産として使用しておりました建物について、近年
の利用状況を鑑み、売却も視野に入れた遊休資産として区
分し、その土地を含めた帳簿価格を不動産鑑定評価に基づ
く正味売却価格まで減額した額を特別損失に計上しており
ます。

　３．出資１口当たり当期純利益金額58円３銭

　2024年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分
計算書（以下、「財務諸表」という。）並びに財務諸表作成に係
る内部監査等について、適正性、有効性等を確認しております。

　　2025年６月19日
　　備前日生信用金庫

　　　　　　　理事長　

　2024年度の計算書類については、信用金庫法第38条の２第
３項の規定に基づき、水都有限責任監査法人の監査を受けてお
ります。

科　目 2024年３月期 2025年３月期
経常収益 3,512,037 3,661,906
　資金運用収益 2,749,514 2,793,965
　　貸出金利息 1,309,591 1,229,616
　　預け金利息 108,247 148,755
　　有価証券利息配当金 1,270,587 1,346,236
　　その他の受入利息 61,087 69,357
　役務取引等収益 185,109 191,027
　　受入為替手数料 64,565 62,533
　　その他の役務収益 120,543 128,493
　その他業務収益 124,445 116,761
　　国債等債券売却益 106,229 103,583
　　国債等債券償還益 ー 696
　　その他の業務収益 18,216 12,480
　その他経常収益 452,969 560,152
　　貸倒引当金戻入益 183,402 307,796
　　償却債権取立益 2,064 9,959
　　株式等売却益 88,420 122,425
　　金銭の信託運用益 156,068 107,654
　　その他の経常収益 23,013 12,316
経常費用 2,927,039 3,019,401
　資金調達費用 31,531 133,977
　　預金利息 30,472 133,028
　　給付補てん備金繰入額 1,059 948
　　借用金利息 ー ー
　役務取引等費用 129,631 165,936
　　支払為替手数料 18,314 18,358
　　その他の役務費用 111,317 147,578
　その他業務費用 598,435 641,573
　　外国為替売買損 ー ー
　　国債等債券売却損 485,881 641,235
　　国債等債券償還損 ー ー
　　国債等債券償却 111,199 ー
　　その他の業務費用 1,353 338
　経費 2,129,026 2,071,514
　　人件費 1,365,214 1,377,790
　　物件費 700,383 631,705
　　税金 63,428 62,018
　その他経常費用 38,414 6,398
　　貸倒引当金繰入額 ー ー
　　貸出金償却 ー ー
　　株式等売却損 ー ー
　　その他資産償却 43 75
　　その他の経常費用 38,370 6,323
経常利益 584,998 642,505
特別利益 ー 14
　　固定資産処分益 ー 14
　　その他の特別利益 ー ー
特別損失 13,100 114,440
　　固定資産処分損 0 21,099
　　減損損失 13,100 87,451
　　その他の特別損失 ー 5,889
税引前当期純利益 571,897 528,079
法人税、住民税及び事業税 35,000 1,600
法人税等調整額 74,198 ▲229,567
法人税等合計 109,198 ▲227,967
当期純利益 462,699 756,046
繰越金（当期首残高） 190,048 137,395
優先出資消却積立金取崩額 ー ー
自己優先出資消却額（△） ー ー
当期未処分剰余金 652,748 893,441

損益計算書

代表者の確認

会計監査人による監査

（単位：円）

（単位：千円）

科　目 2024年３月期 2025年３月期
当期未処分剰余金 652,748,700 893,441,639
　前期繰越金 190,048,871 137,395,393
　当期純利益 462,699,829 756,046,246
積立金取崩額 4,130,300 807,200

利益準備金限度超過取崩額 4,130,300 807,200
（合　計） 656,879,000 894,248,839

剰余金処分額 519,483,607 719,479,824
　利益準備金 － －

普通出資に対する配当金 （年3％）19,483,607 （年3％）19,479,824
　特別積立金 500,000,000 700,000,000
（体質強化積立金） （500,000,000) （700,000,000)
繰越金（当期末残高） 137,395,393 174,769,015

剰余金処分計算書
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１．直近5事業年度の主要な経営指標の推移

２．業務粗利益・業務粗利益率 （単位：千円、％）

４．利鞘　 （単位：％） 5．利益率　 （単位：％）

３．業務純益 （単位：千円）

経営に関する指標 （2025年３月31日）

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

経常収益　　　　　　 （千円） 3,739,123 3,454,989 3,273,379 3,512,037 3,661,906

経常利益（▲経常損失） （千円） 607,918 387,033 450,600 584,998 642,505

当期純利益（▲当期純損失） （千円） 249,730 256,973 322,373 462,699 756,046

出資総額　　　　 （百万円） 793 791 759 755 754

出資総口数　　　　 （千口） 13,865 13,829 13,184 13,101 13,085

純資産額　　　　 （百万円） 13,473 12,989 11,394 12,936 11,423

総資産額　　　　 （百万円） 251,711 249,944 239,451 235,614 231,302

預金積金残高　　 （百万円） 232,777 230,345 226,556 221,772 218,999

貸出金残高　 （百万円） 99,356 90,397 83,198 75,321 71,436

有価証券残高　 （百万円） 92,989 96,811 96,287 99,878 99,618

単体自己資本比率　　 （％） 9.60 10.04 10.37 11.13 12.46

出資に対する配当金（出資1口当たり）（円） 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

役員数　　　　　　　　　 （人） 17 15 13 12 11

うち常勤役員数 （人） 11 9 7 6 5

職員数　　　　　　 （人） 215 201 195 188 181

会員数　　　　　 　（人） 16,069 15,512 15,170 14,867 14,783

2023年度 2024年度

資金運用収支 2,718,326 2,662,059

資金運用収益 2,749,514 2,793,965

資金調達費用 31,187 131,906

役務取引等収支 55,477 25,090

役務取引等収益 185,109 191,027

役務取引等費用 129,631 165,936

その他の業務収支 ▲473,989 ▲524,812

その他業務収益 124,445 116,761

その他業務費用 598,435 641,573

業務粗利益 2,299,813 2,162,337

業務粗利益率 0.98 0.94

（注）１．「資金調達費用」は、金銭の信託運用見合費用（2023年度
343千円、2024年度2,071千円）を控除して表示しております。

　　　　　　　　　　　　 　　業務粗利益 　　
　　　２．業務粗利益率＝　　　　　　　　　　×100
　　　　　　　　　　　　資金運用勘定平均残高

2023年度 2024年度

資金運用利回 1.17 1.21

資金調達原価率 0.97 1.02

総資金利鞘 0.20 0.19

（注）総資金利鞘＝資金運用利回－資金調達原価率

2023年度 2024年度

総資産経常利益率 0.24 0.27

総資産当期純利益率 0.19 0.32

　　　　　　　　　　　　　　　　 経常（当期純）利益
（注）総資産経常（当期純）＝　　　　　　　　　　　　　　×100
　　　利益率　　　　　　　　総資産（債務保証見返を除く）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平均残高

2023年度 2024年度

業務純益 165,664 76,009

実質業務純益 165,664 76,009

コア業務純益 656,517 612,964

コア業務純益
（投資信託解約損益を除く。）

656,517 612,964

（注）１．業務純益＝業務収益－（業務費用－金銭の信託運用見合費用）
　　　　業務費用には、例えば人件費のうちの役員賞与等のような

臨時的な経費等を含まないこととしています。
　　　　また、貸倒引当金繰入額が全体として繰入超過の場合、一

般貸倒引当金繰入額（または取崩額）を含みます。
　　　２．実質業務純益＝業務純益＋一般貸倒引当金繰入額

　　　　実質業務純益は、業務純益から、一般貸倒引当金繰入額の
影響を除いたものです。

　　　３．コア業務純益＝実質業務純益－国債等債券損益
　　　　国債債券損益は、国債等債券売却益、国債等債券償還益、

国債等債券売却損、国債等債券償還損、国債等債券償却を
通算した損益です。

営業の状況
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６．資金運用勘定・調達勘定の平均残高等

７．受取・支払利息の増減　 （単位：千円）

平均残高（百万円） 利　　息（千円） 利回り（％）
2023年度 2024年度 2023年度 2024年度 2023年度 2024年度

資金運用勘定 234,626 229,583 2,749,514 2,793,965 1.17 1.21
うち貸出金 79,041 74,110 1,309,591 1,229,616 1.65 1.65
うち預け金 50,857 48,791 108,247 148,755 0.21 0.30
うち買入金銭債権 3,850 4,014 17,753 19,667 0.46 0.48
うち有価証券 99,776 101,258 1,270,587 1,346,236 1.27 1.32

資金調達勘定 221,989 216,991 31,187 131,906 0.01 0.06
うち預金積金 225,379 220,443 31,531 133,977 0.01 0.06
うち借用金 49 ー ー ー 0.00 ー

（注）資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高はありません。資金調達勘定は、金銭の信託運用見合額の平均残高（2023年度3,439百万円、2024
年度3,451百万円）及び利息（2023年度343千円、2024年度2,071千円）をそれぞれ控除して表示しております。

2023年度 2024年度
残高による増減 利率による増減 純増減 残高による増減 利率による増減 純増減

受取利息 ▲ 23,590 ▲ 12,012 ▲ 35,602 ▲ 66,151 104,247 38,096
うち貸出金 ▲ 106,594 ▲ 43,621 ▲ 150,216 ▲ 81,805 1,831 ▲ 79,974
うち預け金 ▲ 612 39,234 38,622 ▲ 4,199 44,706 40,507
うち買入金銭債権 8 ▲ 325 ▲ 317 771 1,143 1,914
うち有価証券 83,607 ▲ 7,299 76,308 19,082 56,565 75,648

支払利息 ▲ 111 ▲ 1,676 ▲ 1,787 ▲ 675 103,121 102,445
うち預金積金 ▲ 111 ▲ 1,676 ▲ 1,787 ▲ 675 103,121 102,445
うち借用金 ー ー ー ー ー ー

（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、増減割合に応じて按分しております。　

預金に関する指標
１．預金積金及び譲渡性預金平均残高（単位：百万円） ２．定期預金残高 （単位：百万円）

2023年度 2024年度 

流動性預金 113,898 116,765
うち有利息預金 111,053 113,759

定期性預金 110,833 103,045
うち固定金利定期預金 103,934 96,892
うち変動金利定期預金 37 36

その他 637 621
小　　　計 225,370 220,433

非居住者円預金 9 10
譲渡性預金 － －

合　　　計 225,379 220,443

（注）１．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金
　　　２．定期性預金＝定期預金＋定期積金
　　　　　固定金利定期預金：預入時に満期日までの利率が確定する
　　　　　　　　　　　　　　定期預金
　　　　　変動金利定期預金：預入期間中の市場金利の変化に応じて
　　　　　　　　　　　　　　金利が変動する定期預金

2023年度 2024年度 

定期預金 99,693 95,788
固定金利定期預金 99,656 95,753
変動金利定期預金 37 34
その他 0 0

貸出金等に関する指標
１．貸出金平均残高 （単位：百万円） ２．固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高（単位：百万円）

2023年度 2024年度 

手形貸付 5,156 5,460
証書貸付 70,965 65,602
当座貸越 2,300 2,500
割引手形 618 546

合　　　計 79,041 74,110

2023年度 2024年度 

貸出金 75,321 71,436
うち固定金利 47,653 44,855
うち変動金利 27,667 26,581
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３．貸出金の担保別内訳 （単位：百万円）

5．貸出金使途別残高 （単位：百万円、％）

４．債務保証見返の担保別内訳　 （単位：百万円）

６．預貸率　 （単位：％）

2023年度 2024年度 

当金庫預金積金 2,988 2,973

有価証券 － －

動産 － 8

不動産 17,649 17,302

その他 － －

小　　　計 20,638 20,284

信用保証協会・信用保険 10,251 9,888

保証 17,376 16,546

信用 27,054 24,716

合　　　計 75,321 71,436

2023年度 2024年度

貸出金残高 構成比 貸出金残高 構成比

設備資金 30,144 40.02 29,152 40.80

運転資金 45,177 59.98 42,283 59.19

合　　　計 75,321 100.00 71,436 100.00

2023年度 2024年度 

当金庫預金積金 － －

有価証券 － －

動産 2 －

不動産 27 26

その他 98 91

小　　　計 128 118

信用保証協会・信用保険 0 0

保証 45 32

信用 3 3

合　　　計 177 153

2023年度 2024年度 

預貸率
期末 33.96 32.61

期中平均 35.07 33.61

　　　　　　　　　　　　貸出金
（注）預貸率＝　　　　　　　　　　　×100
　　　　　　　（預金積金＋譲渡性預金）

７．貸出金業種別内訳　 （単位：先、百万円、％）

2023年度 2024年度

貸出先数 貸出金残高 構成比 貸出先数 貸出金残高 構成比

製造業 157 6,032 8.00 152 6,176 8.64

農業、林業 10 48 0.06 11 88 0.12

漁業 26 119 0.15 27 110 0.15

鉱業、採石業、砂利採取業 1 104 0.13 1 94 0.13

建設業 166 6,489 8.61 166 6,179 8.64

電気・ガス・熱供給・水道業 9 187 0.24 12 204 0.28

情報通信業 1 9 0.01 1 9 0.01

運輸業、郵便業 103 17,643 23.42 101 15,143 21.19

卸売業、小売業 142 3,729 4.95 137 3,343 4.67

金融業、保険業 12 11,066 14.69 11 9,620 13.46

不動産業 53 5,607 7.44 49 5,630 7.88

物品賃貸業 2 76 0.10 3 71 0.09

学術研究、専門・技術サービス業 9 23 0.03 7 17 0.02

宿泊業 13 1,119 1.48 13 1,402 1.96

飲食業 46 659 0.87 49 667 0.93

生活関連サービス業、娯楽業 53 937 1.24 53 886 1.24

教育、学習支援業 3 484 0.64 2 682 0.95

医療、福祉 23 1,253 1.66 21 1,385 1.93

その他のサービス 101 2,537 3.36 98 2,405 3.36

小　　　計 930 58,130 77.17 914 54,120 75.76

地方公共団体 5 2,929 3.88 6 2,879 4.03

個人 3,853 14,260 18.93 3,791 14,436 20.20

合　　　計 4,788 75,321 100.00 4,711 71,436 100.00
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８．貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額　　 （単位：百万円）

期首残高 当期
増加額

当期減少額
期末残高

目的使用 その他

一般貸倒
引当金

2023年度 5,087 4,834 － 5,088 4,834

2024年度 4,834 3,506 538 4,295 3,506

個別貸倒
引当金

2023年度 1,698 1,550 217 1,480 1,550

2024年度 1,550 1,951 81 1,469 1,951

合　　　計
2023年度 6,785 6,384 217 6,568 6,384

2024年度 6,384 5,457 619 5,765 5,457

９．貸出金償却の額 （単位：千円）

2023年度 2024年度

貸出金償却額 － －

区　　分 開示残高
（ａ）

保全額
（ｂ）

保全率
（ｂ）／（ａ）

引当率
(ｄ)／（ａ－ｃ）

担保・保証等によ
る回収見込額（ｃ）

貸倒引当金
（ｄ）

破産更生債権及びこ
れらに準ずる債権

2023年度 690 690 264 425 100.00% 100.00%
2024年度 1,279 1,279 389 890 100.00% 100.00%

危険債権
2023年度 2,403 2,332 1,206 1,125 97.01% 94.00%
2024年度 2,016 1,940 879 1,060 96.25% 93.34%

要管理債権
2023年度 201 39 28 10 19.43% 6.10%
2024年度 178 42 37 4 23.64% 3.19%

三月以上
延滞債権

2023年度 0 0 0 0 100.00% 100.00%
2024年度 9 9 8 0 100.00% 100.00%

貸出条件
緩和債権

2023年度 201 39 28 10 19.42% 6.10%
2024年度 169 32 28 4 19.42% 3.03%

小計（Ａ）
2023年度 3,295 3,061 1,500 1,561 92.89% 86.94%
2024年度 3,474 3,262 1,306 1,955 93.90% 90.22%

正常債権（Ｂ）
2023年度 72,260
2024年度 68,165

総与信残高
（Ａ）＋（Ｂ）

2023年度 75,555
2024年度 71,639

（注）１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥って
いる債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。

　　　２．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び
利息の受取りができない可能性の高い債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に該当しない債権です。

　　　３．「要管理債権」とは、信用金庫法上の「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金の合計額です。
　　　４．「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準

ずる債権」及び「危険債権」に該当しない貸出金です。
　　　５．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄そ

の他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に
該当しない貸出金です。

　　　６．「正常債権」（Ｂ）とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険
債権」及び「要管理債権」以外の債権です。

　　　７．「担保・保証等による回収見込額」（ｃ）は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる
額の合計額です。

　　　８．「貸倒引当金」（ｄ）には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。
　　　９．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」が対象となる債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（そ

の元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第
２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上される
もの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）です。

１０．信用金庫法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権の保全・引当状況 （単位：百万円、％）
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有価証券に関する指標
１．商品有価証券の種類別の平均残高　　　　該当ありません。

２．有価証券の種類別の残存期間別残高　 （単位：百万円）

2023年度 １年以下 １年超
３年以下

３年超
５年以下

５年超
７年以下

７年超
10年以下 10年超 期間の定めの

ないもの 合計

国債 701 1,004 － － 218 1,123 － 3,048
地方債 1,960 1,845 781 376 858 1,366 － 7,189
社債 1,477 4,473 5,267 2,703 14,034 6,715 － 34,672
株式 － － － － － － 712 712
外国証券 1,499 3,212 5,688 5,968 3,909 5,836 － 26,114
その他の証券 － 2,627 2,024 3,982 1,856 4,614 13,036 28,141
合　　　計 5,639 13,164 13,761 13,030 20,877 19,656 13,749 99,878

2024年度 １年以下 １年超
３年以下

３年超
５年以下

５年超
７年以下

７年超
10年以下 10年超 期間の定めの

ないもの 合計

国債 999 － 497 － 1,669 1,045 － 4,212
地方債 1,697 764 263 360 1,602 1,124 － 5,814
社債 2,944 4,531 5,597 10,445 9,084 5,245 － 37,849
株式 － － － － － － 767 767
外国証券 1,200 3,971 7,746 4,776 2,529 5,053 － 25,277
その他の証券 490 387 4,766 2,218 2,060 3,622 12,151 25,697
合　　　計 7,333 9,655 18,871 17,801 16,946 16,091 12,918 99,618

３．有価証券平均残高　　 　　（単位：百万円） ４．預証率 （単位：％）

2023年度 2024年度 2023年度 2024年度

国債 3,538 3,074
預証率

期末 45.03 45.48
地方債 7,450 6,694 期中平均 44.27 45.93
社債 33,870 38,085
株式 646 684
外国証券 25,661 26,275
その他の証券 28,608 26,444

合　　　計 99,776 101,258

　　　　　　　　　　 有価証券
（注）預証率＝　　　　　　　　　　　×100
　　　　　　　（預金積金＋譲渡性預金）

5．有価証券に関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
　　①売買目的有価証券　　　　　該当ありません。
　　②満期保有目的の債券　　　　 （単位：百万円）

種類
2023年度 2024年度

貸借対照表計上額 時　価 差　額 貸借対照表計上額 時　価 差　額

時価が貸借
対照表計上
額を超える
もの

国　　　債 － － － － － －
地　方　債 1,699 1,707 7 299 300 0
社　　　債 2,600 2,617 17 1,000 1,001 1
そ　の　他 3,609 3,644 35 1,400 1,412 12
小　　　計 7,909 7,969 60 2,700 2,713 13

時価が貸借
対照表計上
額を超えな
いもの

国　　　債 － － － － － －
地　方　債 － － － 800 791 ▲ 8
社　　　債 800 790 ▲ 9 1,700 1,675 ▲ 24
そ　の　他 5,300 5,017 ▲ 282 7,106 6,571 ▲ 534
小　　　計 6,100 5,807 ▲ 292 9,606 9,038 ▲ 568

合　　　計 14,009 13,777 ▲ 231 12,306 11,751 ▲ 554
（注）１．時価は、期末日における市場価格等に基づいております。
　　　２．上記の「その他」は外国証券及び投資信託等です。



46営業の状況

備前日生信用金庫ディスクロージャー 2025
Disclosure2025

　　③子会社・子法人等株式及び関連法人等株式　　　　　　該当ありません。
　　④その他有価証券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

種類
2023年度 2024年度

貸借対照表計上額 取得原価 差　額 貸借対照表計上額 取得原価 差　額

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えるもの

株　　　式 136 104 32 146 104 41

債　　　券 13,252 13,034 217 3,355 3,324 30

　国　　債 1,924 1,899 24 704 697 7

　地 方 債 4,013 3,927 86 533 526 7

　社　　債 7,314 7,207 106 2,117 2,101 15

そ　の　他 20,980 18,240 2,740 17,096 14,904 2,192

小　　　計 34,369 31,378 2,990 20,597 18,332 2,264

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えない
もの

株　　　式 54 54 0 100 104 ▲ 4

債　　　券 26,557 27,507 ▲ 950 40,721 42,980 ▲ 2,259

　国　　債 1,123 1,201 ▲ 77 3,508 3,697 ▲ 189

　地 方 債 1,476 1,550 ▲ 74 4,180 4,394 ▲ 214

　社　　債 23,957 24,755 ▲ 798 33,032 34,888 ▲ 1,856

そ　の　他 24,366 25,839 ▲ 1,472 25,372 26,828 ▲ 1,455

小　　　計 50,979 53,402 ▲ 2,423 66,194 69,913 ▲ 3,719

合　　　計 85,348 84,781 567 86,791 88,246 ▲ 1,454

（注）１．貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。
　　　２．上記の「その他」は外国証券及び投資信託等です。
　　　３．市場価格のない株式等及び組合出資金は本表に含めておりません。

　　⑤市場価格のない株式等及び組合出資金　　　　　　　 　（単位：百万円）

区　　分
2023年度 2024年度

貸借対照表計上額 貸借対照表計上額

子会社・子法人等株式 － －

関連法人等株式 － －

非上場株式 520 520

組合出資金 － －

合　　　計 520 520

６．金銭の信託
　　①運用目的の金銭の信託　　　　　　　該当ありません。
　　②満期保有目的の金銭の信託　　　　　該当ありません。
　　③その他の金銭の信託　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

2023年度 2024年度

貸借対照表
計上額 取得原価 差額

うち貸借対
照表計上額
が取得原価
を超える
もの

うち貸借対
照表計上額
が取得原価
を超えない
もの

貸借対照表
計上額 取得原価 差額

うち貸借対
照表計上額
が取得原価
を超える
もの

うち貸借対
照表計上額
が取得原価
を超えない
もの

3,484 3,451 32 63 ▲ 30 3,467 3,451 15 48 ▲ 33

７．信用金庫法施行規則第102条第１項第5号に掲げる取引（デリバティブ取引等）　該当ありません。
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１．自己資本調達手段の概要
　当金庫の自己資本は、地域のお客さまからお預かりして
いる出資金と過去の利益から積み立てた内部留保等で構成
されております。自己資本の充実は、安全性・健全性を維
持するための重要な経営課題の１つと考えております。

２．自己資本の充実度に関する評価方法の概要
　自己資本の充実度の評価につきましては、自己資本比率
により評価しております。
　当金庫の自己資本比率は国内基準である４％を大きく上
回っており、経営の健全性・安全性を十分に保っておりま
す。また、各エクスポージャーは特定分野に集中すること
なく、リスク分散も図られていると評価しております。
　自己資本の充実策につきましては、引き続き経営計画の
推進を通じた利益により、自己資本の積み上げを図ってい
く方針です。

３．信用リスクに関する事項
（１）リスク管理方針及び手続きの概要

　信用リスクとは、お取引先の倒産や財務状況の悪化等
により、貸出等の資産の価値が減少もしくは消失し、当
金庫が損失を被るリスクのことをいいます。
　当金庫では、信用リスクを当金庫が管理すべき最も重
要なリスクであると認識の上、与信業務の基本的な理念
や手続き等を明示した「信用リスク管理要領」等を制定
し管理しております。
　信用リスクの評価につきましては、当金庫では、厳格
な自己査定の実施に努めております。更に、「融資統合
システム」を使用し定期的に信用リスクの計量化を行っ
ております。
　信用リスク管理の状況については、ＡＬＭ委員会等で
協議検討を行うとともに、必要に応じて理事会等の経営
陣へ報告する態勢を整備しております。
　また、貸倒引当金は、「資産査定規程」及び「償却・
引当規程」に基づき、自己査定における債務者区分ごと
に計算された貸倒実績率を基に算定するとともに、その
結果については監査法人の監査を受ける等、適正な計上
に努めております。

（２）リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等
の名称

　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は、
㈱格付投資情報センター（R&I）、㈱日本格付研究所
（JCR）、ムーディーズ・インベスターズ・サービス
（Moody's)、スタンダード・アンド・プアーズ・グロー
バル・レーティング（S&P）の４つの機関を採用して
おります。
　なお、エクスポージャーの種類ごとの適格格付機関の
使い分けは、外国証券以外では、国内格付機関である
R&I、JCRの格付を優先して使用しております。

４．信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手
続きの概要

　当金庫では、信用リスク管理の観点から倒産や財務状況
の悪化などにより受ける損失（信用リスク）の軽減を目的
に、取引先によっては担保や保証による保全措置を講じて
おります。また、必要に応じて不動産等担保や信用保証協
会等保証による保全措置を講じております。
　ただし、これはあくまでも補完的措置であり、財務内容、
キャッシュフローの見通し、資金使途、事業環境、経営者
の資質など、さまざまな角度から検討を行い、保全措置の
必要の有無を判断しております。
　与信審査の結果、担保や保証が必要な場合には、お客さ
まに対し十分な説明とご理解をいただいた上で、ご契約を
いただくなど適切な取扱いに努めております。
　担保や保証の手続きについては、当金庫の定める「融資
事務取扱規程」並びに「不動産担保事務取扱要領」等に則
り、適切な事務の取扱い及び適正な評価・管理を行ってお
ります。
　また、お客さまが期限の利益を失われた場合には、全て
の与信取引の範囲において預金相殺等を行う場合がありま
すが、当金庫が定める「信用金庫取引約定書」、「事務取扱
要領」等により、適切な取扱いに努めております。
　バーゼルⅢにおいて、当金庫が使用する削減手法は次の
とおりです。

・適格金融資産担保として、自金庫定期性預金（定期預
金・定期積金）、国債等

・保証として、国・地方公共団体・政府関係機関・金融
機関

・格付がＡ―以上の法人等が保証している債権について
は、当該保証人のリスク・ウェイトを適用。

・要件を満たす相殺契約下にあるその他未担保自金庫定
期性預金（定期預金・定期積金）

　なお、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集
中に関しては、業種やエクスポージャーの種類に偏ること
なく分散されております。

5．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリス
クに関するリスク管理方針及び手続きの概要

　当金庫では、市場運用の一環として、派生商品取引を内
包した債券等を購入しております。
　派生商品取引を内包している債券等の取引におきまして
は、そのリスクが基本的に受取利息に限定されること、購
入時に取引先の信用力の高いものに限定していることなど
の理由から、債券等自体のリスク管理以外については特段
の管理は行っておりません。また、長期決済期間取引につ
いては、該当ありません。

６．証券化エクスポージャーに関する事項
（１）リスク管理方針及び手続きの概要

　証券化とは、金融機関が保有するローン債権や企業が

定性的な開示事項
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保有する売掛金など、それらの資産価値を裏付けに証券
として組み替え、第三者に売却して流動化することをい
います。
　一般的には、証券の裏付けとなる原資産の保有者であ
るオリジネーターと、証券を購入する側である投資家に
大きく分類されます。当金庫はオリジネーターとしての
証券化エクスポージャーを保有しておりませんが、投資
家としての証券化エクスポージャーは保有しております。
　また、証券化商品への投資は、資産運用及び管理に関
する要領の中で定める投資枠内での取引に限定するとと
もに、取引にあたっては、投資対象を一定の信用力を有
するものとするなど、適正な運用・管理を行っております。

（２）証券化エクスポージャーについて信用リスク・アセッ
ト額の算出に使用する方式の名称

　当金庫は標準的手法を採用しております。
（３）証券化取引に関する会計方針

　当該取引にかかる会計処理については、当金庫が採用
する有価証券会計処理基準及び日本公認会計士協会の
「金融商品会計に関する実務指針」に従い、適正な処理
を行っております。

（４）証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェ
イトの判定に使用する適格格付機関の名称

　リスク・ウェイト判定に使用する適格格付機関は以下
の４社を採用しております。
　なお、投資の種類ごとの適格格付機関の使分けは行っ
ておりませんが、国内格付機関であるR&I、JCRの
格付を優先して使用しております。

①㈱格付投資情報センター（R&I）
　②㈱日本格付研究所（JCR）
　③ムーディーズ・インベスターズ・サービス（Moody's）

④スタンダード・アンド・プアーズ・グローバル・レー
ティング（S&P）

７．オペレーショナル・リスクに関する事項
　オペレーショナル・リスクとは、金融機関の業務の過程、
役職員の活動もしくはシステムが不適切であることにより
損失を被るリスクをいい、当金庫は、事務リスク、システ
ムリスク、法務リスク、風評リスク等を総称してオペレー
ショナル・リスクと定義しています。
　当金庫はオペレーショナル・リスク管理の重要性を認識
し、各リスク管理要領等に基づき、総合的な管理の状況に
関する情報を的確に分析・評価し、その結果を踏まえ態勢
上の問題点等改善すべき点の有無及びその内容を検討し、
リスクの顕現化の未然防止と極小化に努めております。
　また、これらのリスクに関しては、ＡＬＭ委員会等にお
いて協議・検討するとともに、必要に応じて理事会等に報
告する態勢を整備しております。

８．出資その他これに類するエクスポージャーまたは株式
等エクスポージャーに関するリスク管理方針及び手続
きの概要

　出資等または株式等エクスポージャーにあたるものは、
上場株式、非上場株式、投資信託、不動産投資信託、その
他の出資金が該当します。
　そのうち、上場株式、投資信託、不動産投資信託にかか
るリスクの認識については、時価評価の計測によって把握
するとともに、運用状況に応じて常勤役員会等に諮り投資
継続の是非を協議するなど、適切なリスク管理に努めてお
ります。
　なお、取引にあたっては、当金庫が定める「資金運用及
び管理に関する要領」や資金運用計画に基づいた厳格な運
用・管理を行っております。また、リスクの状況は、定期
的なモニタリングを実施するとともに、適宜、経営陣へ報
告を行うなど適切なリスク管理に努めております。

９．金利リスクに関する事項
（１）リスク管理方針及び手続きの概要

　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産
価値の変動や、将来の収益性に対する影響を指します
が、当金庫においては、双方ともに定期的な評価・計測
を行い、適宜、対応を講じる態勢としております。
　具体的には、金利ショックに対する経済的価値の減少
額（ΔEVE）の計測や、金利ショックに対する金利
収益の減少額（ΔNII）の計測等を定期的に行い、
ALM委員会等で協議検討をするとともに、必要に応じ
て経営陣へ報告を行うなど、資産・負債の最適化に向け
たリスク・コントロールに努めております。

（２）金利リスクの算定方法の概要
　一定の金利ショックに対する経済的価値の減少額

（ΔEVE）は以下の定義に基づいて算定しております。
①流動性（要求払）預金の金利リスク量は、明確な金

利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い
出される流動性（要求払）預金のうち、引き出され
ることなく長期間金融機関に滞留する預金をコア預
金（※）と定義しており、流動性（要求払）全体の
満期についても、コア預金と同様の取引としたうえ
で金利リスクを算定しております。

②複数の通貨の集計方法については、保守的に通貨毎
に算出したΔEVE及びΔNIIが正となる通貨の
みを単純合算し計測を行っております。

③スプレッドに関しては、割引金利やキャッシュフ
ローに含めずに計測を行っております。

※コア預金…対象：流動性預金、算定方法：（ⅰ）過
去５年間の最低残高、（ⅱ）過去５年間
の最大年間流出量を現残高から差引いた
残高、（ⅲ）現残高の50％相当額、以上
３つのうち最小の額を上限、満期：５年
以内（平均2.5年）

備前日生信用金庫ディスクロージャー 2025
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自己資本の構成に関する事項　 （単位：百万円）

項　目 2023年度 2024年度
コア資本に係る基礎項目　　　　　（１）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額  12,538 13,249

うち、出資金及び資本剰余金の額 855 854
うち、利益剰余金の額 11,707 12,444
うち、外部流出予定額（▲） 19 19
うち、上記以外に該当するものの額 ▲ 4 ▲ 30

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額  1,469 1,372
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 1,469 1,372
うち、適格引当金コア資本算入額 － －

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　　　　　（イ） 14,008 14,622
コア資本に係る調整項目　　　　　（２）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 35 24

うち、のれんに係るものの額 － －
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 35 24

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額  － －
適格引当金不足額 － －
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － －
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 － －
前払年金費用の額 276 324
自己保有普通出資等（総資産の部に計上されるものを除く。）の額 － －
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 － －
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － －
信用金庫連合会の対象普通出資等の額 － －
特定項目に係る十パーセント基準超過額 － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － －

特定項目に係る十五パーセント基準超過額  － －
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － －

コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　　　（ロ） 311 349
自己資本　　　　　　　　　　
自己資本の額（（イ）－（ロ））　　　　　　　　　（ハ） 13,697 14,272
リスク・アセット等　　　　　（３）    
信用リスク・アセットの額の合計額 117,579 109,839

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
うち、他の金融機関向けエクスポージャー － －
うち、上記以外に該当するものの額

マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 －
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額  5,427 4,652
信用リスク・アセット調整額 －
フロア調整額 －
オペレーショナル・リスク相当額調整額 －
リスク・アセット等の額の合計額　　　　　　　　　　　（ニ） 123,007 114,491
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）/（ニ）） 11.13% 12.46%

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第１項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合
会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（2006年金融庁告示第21号）」に基づき
算出しております。なお、当金庫は国内基準により自己資本比率を算出しております。

自己資本の構成に関する開示事項
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１．自己資本の充実度に関する事項　 （単位：百万円）

2023年度 2024年度
リスク・アセット等 所要自己資本額 リスク・アセット等 所要自己資本額

イ．信用リスク・アセットの合計額 117,579 4,703 109,839 4,393
①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー 114,911 4,596 93,552 3,742

外国の中央政府及び中央銀行向け 722 28 530 21
外国の中央政府等以外の公共部門向け 168 6 － －
国際開発銀行向け 279 11 259 10
地方公共団体金融機構向け 110 4 119 4
我が国の政府関係機関向け 118 4 167 6
地方三公社向け 100 4 139 5
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 23,428 937 19,849 793

第一種金融商品取引業者及び保険会社向け 2,480 99
法人等向け 52,634 2,105 41,014 1,640
中小企業等向け及び個人向け 10,002 400
中堅中小企業等向け及び個人向け 5,381 215

トランザクター向け 175 7
抵当権付住宅ローン 480 19
不動産取得等事業向け 2,785 111
不動産関連向け 4,671 186

自己居住用不動産等向け 2,435 97
賃貸用不動産向け 2,235 89

劣後債権及びその他資本性証券等 4,105 164
三月以上延滞等 528 21
延滞等向け 1,731 69
自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 48 1
取立未済手形 9 0 5 0
信用保証協会等による保証付 566 22 507 20
出資等 13,723 548

出資等のエクスポージャー 13,723 548
株式等 3,029 121
上記以外 9,252 370 11,990 479

信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア
資本に係る調整項目の額に算入されなかった部
分に係るエクスポージャー

1,465 58 1,408 56

上記以外のエクスポージャー 7,786 311 10,582 423
②証券化エクスポージャー 1,878 75 875 35

証券化 非ＳＴＣ要件適用分 1,878 75
③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー 785 31 15,406 616

ルック・スルー方式 785 31 15,406 616
④CVAリスク相当額を八％で除して得た額（簡便法） － － － －
⑤中央清算機関関連エクスポージャー 3 0 5 0

ロ．オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八％で除して得た額 5,427 217 4,652 186
BI 3,101
BIC 372

ハ．単体リスク・アセットの合計額及び単体総所要自己資本額（イ+ロ） 123,007 4,920 114,491 4,579
（注）１．所要自己資本の額＝リスク・アセット×4％
　　　２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。
　　　３．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「ソブ

リン向け」、「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」においてリスク・ウェイトが150％になったエクスポージャー
のことです。

　　　４．「延滞等」とは、次の事由が生じたエクスポーシャーのことです。
　　　　　①金融再生法施行規則上の「破産更正債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」に該当すること
　　　　　②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと
　　　　　③３か月以上限度額を超過した当座貸越であること
　　　５．当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しております。（2023年度計数）
　　　６．当金庫では、マーケット・リスクに関する事項は該当ありません。
　　　７．当金庫は、標準的計測手法かつILMを「1」によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しております。（2024年度計数）
　　　８．単体総所要自己資本額＝単体リスク・アセットの合計額（単体自己資本比率の分母の額）×４％　　　　　

定量的な開示事項

備前日生信用金庫ディスクロージャー 2025
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２．信用リスクに関する事項　
　　（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く）
　　（１）信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高
　　＜地域別・業種別・残存期間別＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

エクスポージャー
　　　　　　　　区分

地域区分
業種区分
期間区分

信用リスクエクスポージャー期末残高
三月以上
延滞エク

スポー
ジャー

延滞エク
スポー
ジャー

貸出金、コミット
メント及びその他
のデリバティブ以
外のオフ・バラン
ス取引

債券 デリバティブ取引

2023年度 2024年度 2023年度 2024年度 2023年度 2024年度 2023年度 2024年度 2023年度 2024年度

国 内 195,459 195,476 75,541 73,123 45,642 50,105 154 197 245 1,726

国 外 26,103 25,902 － － 26,103 25,902 － － － －

地 域 別 合 計 221,563 221,378 75,541 73,123 71,746 76,007 154 197 245 1,726

製 造 業 18,868 20,625 6,188 6,444 12,680 14,181 － － 2 22

農 業 、 林 業 52 127 52 127 － － － － － －

漁 業 219 236 219 236 － － － － － －

鉱業、採石業、砂利採取業 104 94 104 94 － － － － － －

建 設 業 7,177 6,949 6,977 6,699 200 200 － － 9 253

電気・ガス・熱供給・水道業 9,793 9,455 237 252 9,401 9,201 － － 0 － 

情 報 通 信 業 2,478 2,878 9 9 2,300 2,700 － － － －

運 輸 業、 郵 便 業 21,495 19,600 17,695 15,200 3,800 4,400 － － 11 580

卸 売 業、 小 売 業 5,929 6,092 3,829 3,492 2,100 2,600 － － 16 32

金 融 業、 保 険 業 85,645 83,675 11,101 9,658 20,883 21,807 － － － －

不 動 産 業 18,843 18,271 5,894 5,881 3,399 3,099 － － 74 231

物 品 賃 貸 業 280 282 76 78 200 200 － － － －

学術研究、専門・技術サービス業 29 147 29 47 － 100 － － － －

宿 泊 業 1,121 1,404 1,121 1,404 －  － － － 1 341

飲 食 業 1,231 1,338 731 738 500 600 － － 94 165

生活関連サービス業、娯楽業 1,052 1,237 1,052 1,037 － 200 － － 1 0

教 育、 学 習 支 援 業 512 709 512 709 － － － － － －

医 療 、 福 祉 1,301 1,439 1,301 1,439 － － － － 11 －

そ の 他 の サ ー ビ ス 2,732 2,574 2,732 2,574 － － － － 0 8

国 ・ 地 方 公 共 団 体 等 17,811 17,795 2,932 2,880 14,878 14,915 － － － －

個 人 12,741 14,107 12,741 14,107 －  － － － 21 90

そ の 他 12,139 12,333 － 6 1,402 1,802 154 197 － －

業 種 別 合 計 221,563 221,378 75,541 73,123 71,746 76,007 154 197 245 1,726

1 年 以 下 41,904 35,771 14,121 11,063 5,631 7,055 154 197

1 年 超 3 年 以 下 33,910 35,658 6,379 7,297 10,520 9,352 － －

3 年 超 5 年 以 下 22,472 27,458 5,618 7,046 11,853 14,406 － －

5 年 超 7 年 以 下 23,016 27,506 11,981 10,133 9,084 16,373 － －

7 年 超 10 年 以 下 34,248 31,490 9,807 10,352 19,441 15,555 － －

1 0 年 超 42,690 39,660 27,445 26,366 15,214 13,264 － －

期間の定めのないもの 23,320 23,833 188 862 － － － －

残 存 期 間 別 合 計 221,563 221,378 75,541 73,123 71,746 76,007 154 197

（注）１．オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除く。
　　　２．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している債務者に係るエクスポー

ジャーのことです。
　　　３．「延滞等」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことです。
　　　　①金融再生法施行規則上の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」に該当すること
　　　　②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと
　　　　③３か月以上限度額を超過した当座貸越であること
　　　４．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することや業務区分に分類することが、困難なエクスポージャーです。

具体的には現金等が含まれます。
　　　５．ＣＶＡリスク及び中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
　　　６．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
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　　（２）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額　　　　

　　　　  一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額については、44ページに記載しております。

　　（３）業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の額等　　　 （単位：百万円）

個別貸倒引当金
貸出金償却

期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高
目的使用 その他

2023
年度

2024
年度

2023
年度

2024
年度

2023
年度

2024
年度

2023
年度

2024
年度

2023
年度

2024
年度

2023
年度

2024
年度

製 造 業 171 53 53 37 75 1 95 51 53 37 － －
農 業 、 林 業 － － － － － － － － － － － －
漁 業 － － － － － － － － － － － －
鉱業、採石業、砂利採取業 － － － － － － － － － － － －
建 設 業 238 367 367 302 20 71 217 296 367 302 － －
電気•ガス•熱供給•水道業 － － － － － － － － － － － －
情 報 通 信 業 － － － － － － － － － － － －
運 輸 業、 郵 便 業 4 5 5 9 － 0 4 5 5 9 － －
卸 売 業、 小 売 業 32 18 18 9 12 4 19 13 18 9 － －
金 融 業、 保 険 業 － － － － － － － － － － － －
不 動 産 業 987 975 975 961 － － 987 975 975 961 － －
物 品 賃 貸 業 50 50 50 50 － － 50 50 50 50 － －
学術研究、専門･技術サービス業 － － － － － － － － － － － －
宿 泊 業 48 12 12 517 24 － 23 12 12 517 － －
飲 食 業 13 5 5 9 2 － 10 5 5 9 － －
生活関連サービス業、娯楽業 － － － － － － － － － － － －
教 育、 学 習 支 援 業 － － － － － － － － － － － －
医 療 、 福 祉 42 42 42 42 － － 42 42 42 42 － －
そ の 他 の サ ー ビ ス 88 4 4 0 81 3 7 1 4 0 － －
国・地方公共団体等 － － － － － － － － － － － －
個 人 21 14 14 8 0 － 21 14 14 8 － －

合　　　計 1,698 1,550 1,550 1,951 217 81 1,480 1,469 1,550 1,951 － －
（注）１．当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
　　　２．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

備前日生信用金庫ディスクロージャー 2025
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　　（４）標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの内訳　　 （単位：百万円）

CCF・信用リスク削減効果適用前 CCF・信用リスク削減効果適用後 リスク・
ウェイトの
加重平均値

（％）

オン・
バランス
資産項目

オフ・
バランス
資産項目

オン・
バランス
資産項目

オフ・
バランス
資産項目

信用リスク・
アセットの額

2024年度

我が国の中央政府及び中央銀行向け 7,787 － 7,787 － － 0%

外国の中央政府及び中央銀行向け 2,200 － 2,200 － 530 24%

我が国の地方公共団体向け 8,900 － 8,900 － － 0%

国際開発銀行向け 998 － 998 － 259 26%

地方公共団体金融機構向け 1,283 － 1,283 － 119 9%

我が国の政府関係機関向け 2,622 － 2,622 － 167 6%

地方三公社向け 1,099 － 1,099 － 139 13%

金融機関、第一種金融商品取引業者及び
保険会社向け 74,124 10 74,151 － 19,849 27%

第一種金融商品取引業者及び
保険会社向け 3,000 － 3,000 － 2,480 83%

法人等向け（特定貸付債権向けを含む） 69,772 1,743 66,522 249 41,014 61%

中堅中小企業等向け及び個人向け 10,074 13,303 8,789 648 5,381 57%

トランザクター向け － 11,047 － 488 175 36%

不動産関連向け 10,064 18 9,986 18 4,671 47%

自己居住用不動産等向け 7,210 － 7,147 － 2,435 34%

賃貸用不動産向け 2,854 18 2,838 18 2,235 78%

劣後債権及びその他資本性証券等 3,301 － 3,266 － 4,105 126%

延滞等向け
（自己居住用不動産等向けを除く。） 1,730 13 1,679 1 1,731 103%

自己居住用不動産等向け
エクスポージャーに係る延滞 48 － 48 － 48 100%

取立未済手形 27 － 27 － 5 20%

信用保証協会等による保証付 5,070 8 5,070 0 507 10%

株式等 3,002 － 3,002 － 3,029 101%

合計 81,562

（注）１．最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、2023年度については記載しておりません。
　　　２．「CCF」とは、オフ・バランス取引の与信相当額を計算する際に使用する掛目（％）のことです。
　　　３．「リスク・ウェイトの加重平均値（％）」とは、信用リスク・アセットの額をCCF・信用リスク削減手法適用後エクスポージャーのオン・バランスの
　　　　　額とオフ・バランスの額の合計額で除して算出した値のことです。
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　　（５）標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分ごと並びに
　　　　……リスク・ウェイトの区分ごとの内訳 （単位：百万円）

資産の額及び与信相当額の合計額（CCF・信用ﾘｽｸ削減効果適用後）

0% 10% 15% 20% 25% 30% 31.25% 35% 37.5% 40% 43.75% 45% 50％ 56.25％ 60％ 62.5％

2024年度

我が国の中央政府
及び中央銀行向け 7,787 － － － － － － － － － － － － － － －

外国の中央政府及び
中央銀行向け － 600 － 1,100 － － － － － － － － 500 － － －

我が国の地方公共
団体向け 8,900 － － － － － － － － － － － － － － －

国際開発銀行向け － － － 398 － 600 － － － － － － － － － －

地方公共団体金融
機構向け 85 1,198 － － － － － － － － － － － － － －

我が国の政府関係
機関向け 951 1,671 － － － － － － － － － － － － － －

地方三公社向け 400 － － 699 － － － － － － － － － － － －

金融機関、第一種金
融商品取引業者及び
保険会社向け

－ － － 56,741 － 4,099 － － － 83 － － 2,200 － － －

第一種金融商品取
引業者及び保険会
社向け

－ － － 900 － 1,000 － － － － － － 200 － － －

法人等向け（特定貸
付債権向けを含む） － － － 11,900 － － － － － － － － 24,101 － － －

中堅中小企業等向け
及び個人向け － － － － － － － － － － － 488 － － － －

トランザクター向け － － － － － － － － － － － 488 － － － －

不動産関連向け － － － 1,746 807 1,872 2 33 － 901 － 600 505 45 267 －

自己居住用不動産
等向け － － － 1,746 807 1,682 2 － － 901 － － 505 － － －

賃貸用不動産向け － － － － － 190 － 33 － － － 600 － 45 267 －

延滞等向け（自己居
住用不動産等向けを
除く。）

－ － － － － － － － － － － － 777 － － －

取立未済手形 － － － 27 － － － － － － － － － － － －

信用保証協会等によ
る保証付 － 5,071 － － － － － － － － － － － － － －

合計 18,124 8,542 － 72,613 807 6,572 2 33 － 984 － 1,089 28,084 45 267 －
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（単位：百万円）

資産の額及び与信相当額の合計額（CCF・信用ﾘｽｸ削減効果適用後）

70％ 75％ 80％ 85％ 90％ 93.75% 100% 105% 110% 112.5% 130% 150% 250% 400% その他 合計

2024年度

我が国の中央政府
及び中央銀行向け － － － － － － － － － － － － － － － 7,787

外国の中央政府及び
中央銀行向け － － － － － － － － － － － － － － － 2,200

我が国の地方公共
団体向け － － － － － － － － － － － － － － － 8,900

国際開発銀行向け － － － － － － － － － － － － － － － 998

地方公共団体金融
機構向け － － － － － － － － － － － － － － － 1,283

我が国の政府関係
機関向け － － － － － － － － － － － － － － － 2,622

地方三公社向け － － － － － － － － － － － － － － － 1,099

金融機関、第一種金
融商品取引業者及び
保険会社向け

500 － － － － － － － － － － － 1,000 － － 64,624

第一種金融商品取
引業者及び保険会
社向け

200 － － － － － － － － － － － 700 － － 3,000

法人等向け（特定貸
付債権向けを含む） 2,700 － － 23,400 － － 4,670 － － － － － － － － 66,772

中堅中小企業等向け
及び個人向け － 8,029 － － － － 919 － － － － － － － － 9,437

トランザクター向け － － － － － － － － － － － － － － － 488

不動産関連向け 1,501 374 － － － 31 － 1,267 － － － 45 － － － 10,004

自己居住用不動産
等向け 1,501 － － － － － － － － － － － － － － 7,147

賃貸用不動産向け － 374 － － － 31 － 1,267 － － － 45 － － － 2,857

劣後債権及びその他
資本性証券等 － － － － － － 1,586 － － － － 1,679 － － － 3,266

延滞等向け（自己居
住用不動産等向けを
除く。）

－ － － － － － 16 － － － － 887 － － － 1,680

自己居住用不動産
等向けエクスポー
ジャーに係る延滞

－ － － － － － 48 － － － － － － － － 48

取立未済手形 － － － － － － － － － － － － － － － 27

信用保証協会等によ
る保証付 － － － － － － － － － － － － － － － 5,071

株式等 － － － － － － － － － － － － 2,991 11 － 3,002

合計 4,701 8,404 － 23,400 － 31 7,241 1,267 － － － 2,611 3,991 11 － 188,831

（注）最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、2023年度については記載しておりません。
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　　（６）リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

告示で定める
リスク・ウェイト区分

（％）

エクスポージャーの額
2023年度

格付適用有り 格付適用無し

0% 3,505 25,891
10% 1,100 7,935
20% 20,015 53,255
35% － 1,390
50% 39,916 451
75% － 11,251

100% 6,607 47,375
150% － 175
250% 1,200 1,490

1,250% － －
その他 － －

合　　　計 221,563

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（単位：百万円、％）

2024年度

告示で定める
リスク・ウェイト

区分（％）

CCF・信用リスク削減効果適用前
CCFの加重平均値

（％）

資産の額及び
与信相当額の合計額
（CCF・信用リスク
削減効果適用後）

オン・バランス
資産項目

オフ・バランス
資産項目

40%未満 110,507 2,479 10.00 110,698
40%～70％ 30,816 9,301 10.00 31,105

75% 9,729 1,472 12.00 8,542
80% － － － －
85% 26,289 1,437 16.00 23,396

90%～100% 7,324 399 10.00 7,208
105%～130% 1,279 － 0.00 1,267

150% 2,662 7 10.00 2,609
250% 4,002 － 0.00 4,002
400% － － － －

1,250% － － － －
その他 － － － －

合　　　計 192,612 15,097 11.00 188,831

３．信用リスク削減手法に関する事項
　　信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 　　　 （単位：百万円）

信用リスク削減手法
ポートフォリオ

適格金融資産担保 保証 クレジット・デリバティブ
2023年度 2024年度 2023年度 2024年度 2023年度 2024年度

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 3,614 4,376 4,927 5,561 － －

（注）当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いております。

４．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項 （単位：百万円）

項目 2023年度 2024年度

与信相当額の算出に用いる方式 カレント・エクスポージャー方式 カレント・エクスポージャー方式
グロス再構築コストの額の合計額 － －

グロス再構築コストの額の合計額及びグロスのアドオン合計額から担保による
信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額を差し引いた額 820 197

担保による信用リスク削減手法の効果を
勘案する前の与信相当額

担保による信用リスク削減手法の効果を
勘案した後の与信相当額

2023年度 2024年度 2023年度 2024年度

①派生商品取引合計 820 197 820 197
Ｉ　外国為替関連取引 274 63 274 63
Ⅱ　金利関連取引 227 133 227 133
Ⅲ　株式関連取引 318 － 318 －

②長期決算期間取引 － － － －

合　　　計 820 197 820 197

（注）グロス再構築コストの額は、0を下回らないものに限っております。

（注）１．格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
　　　２．エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイト

に区分しております。
　　　３．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー、ＣＶＡリスク

及び中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

（注）１．最終化されたバーゼルⅢの適用
に伴い新設された内容であるた
め、2023年度については記載し
ておりません。

　　　２．｢CCFの加重平均値（％）｣ とは、
CCFを適用した後及び信用リス
ク削減手法の効果を勘案する前
のオフ・バランス取引のエクス
ポージャーの額を、CCF・信用
リスク削減手法適用前エクス
ポージャーのオフ・バランスの
額に掲げる額で除して算出した
値のことです。
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5．証券化エクスポージャーに関する事項　
　　【オリジネーターの場合（信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する事項）】　該当ありません。
　　【投資家の場合（信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する事項）】
　　（１）保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳　
　　　　……ａ．証券化エクスポージャー（再証券化エクスポージャーを除く）　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

区　　分
2023年度 2024年度

オンバランス取引 オフバランス取引 オンバランス取引 オフバランス取引

証券化エクスポージャーの額 3,468 110 3,035 110

 （ⅰ）カードローン － － － －

 （ⅱ）住宅ローン 512 － － －

 （ⅲ）自動車ローン － － － －

 （ⅳ）その他 2,956 110 3,035 110

　　　　  ｂ．再証券化エクスポージャー　該当ありません。

　　（２）保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額等
　　　　……ａ．証券化エクスポージャー（再証券化エクスポージャーを除く） 　　　　 （単位：百万円）

告示で定める
リスク・ウェイト

区分（％）

エクスポージャー残高 所要自己資本の額

2023年度 2024年度 2023年度 2024年度

オンバランス
取引

オフバランス
取引

オンバランス
取引

オフバランス
取引

オンバランス
取引

オフバランス
取引

オンバランス
取引

オフバランス
取引

0％～15％未満 － － － － － － － －

15％～50％未満 3,012 110 2,700 110 24 0 21 0

50％～100％未満 200 － － － 4 － － －

100％～250％未満 255 － 335 － 10 － 13 －

合　　　計 3,468 110 3,035 110 38 0 35 0

（注）所要自己資本の額＝エクスポージャー残高×リスク・ウェイト×4％
　　　ただし、「リスク・ウェイト区分」「エクスポージャー残高」「所要自己資本の額」は、いずれも信用リスク削減効果等を勘案後の内容であるため、

上記の計算式と一致しない場合があります。

　　　　……ｂ．再証券化エクスポージャー　　該当ありません。

　　（３）保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人に適用される
　　　　リスク・ウェイトの区分ごとの内訳　　該当ありません。

６．出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項　
　　（１）貸借対照表計上額及び時価等　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

区　　分
2023年度 2024年度

貸借対照表計上額 時　　価 貸借対照表計上額 時価

上 場 株 式 等 3,422 3,422 3,488 3,488

非 上 場 株 式 等 3,399 3,399 4,027 4,027

合　　　計 6,821 6,821 7,516 7,516

　　（２）出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び　　　（３）貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で
償却に伴う損益の額　　 　　（単位：百万円） 認識されない評価損益の額 （単位：百万円）

区　　分 2023年度 2024年度 区　　分 2023年度 2024年度

売 却 益 － － 評 価 損 益 990 781

売 却 損 8 4

償 却 － －

　　（４）貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額　　該当ありません。

７．リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項 　（単位：百万円）

2023年度 2024年度

ルック・スルー方式を適用するエクスポージャー 17,347 14,921

マンデート方式を適用するエクスポージャー － －

蓋然性方式（250％）を適用するエクスポージャー － －

蓋然性方式（400％）を適用するエクスポージャー － －

フォールバック方式（1,250％）を適用するエクスポージャー － －
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８．金利リスクに関する事項　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

IRRBB1：金利リスク

項番

イ ロ ハ 二

ΔEVE ΔNII

当期末 前期末 当期末 前期末

1 上方パラレルシフト 5,207 6,285 286 385

2 下方パラレルシフト － － － 34

3 スティープ化 4,460 5,159

4 フラット化 － －

5 短期金利上昇 － 759

6 短期金利低下 － －

7 最大値 5,207 6,285 286 385

ホ へ

当期末 前期末

8 自己資本の額 14,272 13,697

（注） 金利リスクの算定手法の概要等は、「定性的な開示事項」の項目に記載しております。

役職員の報酬体系の情報開示について
＜報酬体系について＞
１．対象役員

当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常勤監事をいいます。対象役員に対する報酬等は、
職務執行の対価として支払う「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務執行及び特別功労の対価として退任時に支払う「退
職慰労金」で構成されております。
（１）報酬体系の概要
　【基本報酬及び賞与】

　非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、総代会において、理事全員及び監事全員それぞれの支払総額の
最高限度額を決定しております。
　そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理事の賞与額については前年度の業績等をそれ
ぞれ勘案し、当金庫の理事会において決定しております。また、各監事の基本報酬額及び賞与額につきましては、監事の協
議により決定しております。

　【退職慰労金】　　
　退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総代会で承認を得た後、支払っております。
なお、当金庫では、全役員に適用される退職慰労金の支払いに関して、事項を内規で定めております。

（２）2024年度における対象役員に対する報酬等の支払総額　　 （単位：百万円）

区　　分 支払総額

対象役員に対する報酬等 88

（注）１．対象役員に該当する理事は６名、監事は１名です（期中に退任した者を含む）。
　　　２．上記の内訳は、「基本報酬」61百万円、「退職慰労金」26百万円となっております。
　　　　　なお、「退職慰労金」は、当年度中に支払った退職慰労金（過年度に繰り入れた引当金分を除く）と当年度に繰り入れた
　　　　　役員退職慰労引当金の合計額です。

（３）その他
　「信用金庫法施行規則第132条第１項第６号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用金庫等の業務の運営
又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」（2012年３月29日付金融庁告示
第22号）第２条第１項第３号及び第４号並びに第６号に該当する事項はありませんでした。

２．対象職員等
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常勤役員、当金庫の職員であって、対象役員が受
ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。
　なお、2024年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。
（注）１．対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。
　　　２．「同等額」は 、2024年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としております。
　　　３．2024年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者はいませんでした。

備前日生信用金庫ディスクロージャー 2025
Disclosure2025
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退職給付会計に関する開示について
１．採用している退職給付制度の概要

　当金庫は、退職給付制度として確定給付企業年金制度を採用しております。
　また、総合設立型の基金である全国信用金庫厚生年金基金に加入しております。

２．退職給付債務に関する事項　　 （単位：千円）

区　　分
金　　額

2023年度 2024年度

退職給付債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （Ａ） 1,194,419 1,236,828

年金資産　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （Ｂ） 1,342,850 1,460,294

前払年金費用（▲）　　　　　　 　　 （Ｃ） 276,076 324,676

未認識過去勤務費用　　　  　 （Ｄ） 19,320 12,880

未認識数理計算上の差異　　　 　 （Ｅ） ▲ 83,218 ▲ 112,978

その他（会計基準変更時差異の未処理額）　　　 　　 （Ｆ） － －

退職給付引当金　　　　　　　 　　 （Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ－Ｆ） 191,543 201,309

３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

区　　分
金　　額　

2023年度 2024年度

勤務費用　　　　　　　　　　　　　　　　 （Ａ） 54,794 53,645

利息費用　　　　　　　　　　  　　 　　　 （Ｂ） 10,011 12,527

期待運用収益（▲）　　　　　　 　　　　　 （Ｃ） 12,907 14,089

過去勤務費用の費用処理額　　　　　　　 （Ｄ） 6,440 6,440

数理計算上の差異の費用処理額　　　 　（Ｅ） ▲ 32,362 ▲ 48,955

会計基準変更時差異の費用処理額　　　 　　　  （Ｆ） － －

その他（臨時に支払った割増退職金等）　　　 　（Ｇ） － －

退職給付費用　　　　　　  　 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ） 25,975 9,567

４．退職給付債務の計算の基礎に関する事項　

区　　分
金　　額　

2023年度 2024年度

（１）割引率 0.88% 1.06%

（２）長期期待運用収益率 1.00% 1.00%

（３）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

（４）過去勤務費用の額の処理年数 ７年

（５）数理計算上の差異の処理年数 ７年
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